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◆危機管理の基本方針
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◆熱中症の予防措置

◆食物アレルギー・アナフィラキシーの未然防止

◆犯罪被害防止に関する日常管理

◆来校者受付簿様式

◆インターネット上の犯罪被害防止対策

◆校外活動における危機未然防止対策

◆校内行事に際しての危機未然防止対策

◆緊急時の非常参集体制
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３ 発生時（初動）の危機管理

◆基本の対応について

◆地震・津波への対応　

◆悪天候時の緊急対応について(風雪、水害への対応)

◆落雷・竜巻発生時の対応

◆光化学オキシダント及び微小粒子状物質（PM2.5）への対応

◆Jアラートによるミサイル発射情報が発信された場合の対応

◆通学時間帯に大規模自然災害が発生した場合の対応

◆近隣で犯罪被害につながる事案が発生した場合の対応

◆学校に犯罪予告・不審物等があった場合の対応フロー

◆応急処置について

◆食物アレルギーへの対応

◆感染症への対応

◆食中毒発生時の対応

◆学校給食における異物混入時の対応

◆窒息への対処方法

４ 事後の危機管理

◆安否確認

◆災害用児童生徒等安否確認様式

◆学校内での事故への対応

◆校外学習等、校外での事故への対応

◆不審者に対する対応

◆緊急捜索対応

◆火災への対応

◆下校・引渡しと待機

◆被災児童生徒の保護者への対応

◆児童生徒等、保護者への説明

◆報道機関への対応

◆教育活動の継続

◆児童生徒の心のケア

◆教職員の心のケア

◆調査・検証・報告・再発防止等
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(2) 関連計画・実施要領等との関係

◆危険等発生時対処要領の目的と位置付け 

(1) 目的及び法的根拠 

１　基本事項

(3) 未然防止に向けた取組を行う。
日頃から児童生徒や教職員に対して、安全確保のための継続的な指導や施設設備の定期点検に

より、未然防止に向けた取組を行う。

古賀特別支援学校

危機等発生時対処要領

（本マニュアル）

(6) 緊急時の保護者への対応は、誠意と責任をもって当たる。

(7) 地域、家庭、学校の連携強化を図り、安全確保を図る。

危険等発生時対処要領（以下、本マニュアル）は、本校における事故、加害行為、災害等から
児童生徒及び教職員の生命を守り、安全の確保を図ることを目的として、学校保健安全法第29
条第1項に定める「危険等発生時対処要領」として作成したものである。

また本校は、古賀市地域防災計画において災害対策基本法に基づく避難促進施設に指定されて
いる。このため、本マニュアルは、福祉避難所設置・運営に関する「避難確保計画」としても位
置付けられる。

本マニュアルは、本校における学校安全のための各種対応の基本となる事項を定めるととも
に、以下に示す他の学校安全に関する計画・マニュアル等（下図）と常に整合を図りつつ、本校
の学校安全を推進するものである。

古賀特別支援学校　学校安全計画

古賀特別支援学校　消防計画

◆危機管理の基本方針

古賀特別支援学校　安全点検表

古賀特別支援学校　地震避難訓練実施要領

古賀特別支援学校　火災避難訓練実施要領

古賀特別支援学校　不審者対応訓練実施要領

(1) 児童生徒の人命尊重を最優先する。

(2) 危機の予知や予測に努める。
　過去発生した事例から、原因や経過等を分析検討し、予知・予測に努める。

(4) 危機発生時の対応を認識する。
　危機発生時に適切な対応が取れる状況を整え、被害を最小限にする。

(5) 対応の評価と再発防止に向けた取組を行う。
処理を行った緊急時の対応について、事態収拾後に検証し、必要に応じて再発防止に向けて実

践する。対応については定期的に評価し、改善する。
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◆教職員・関係者等への周知

電子データ
（原データ）

古賀特別支援学校共通サーバー：Nドライブ：年度共有
フォルダ内

印刷製本版
＊校長室：１部　＊各職員室配備：計３部
＊非常用持ち出し品入れ：２部

(1) 本マニュアル保管場所・保管方法

　本マニュアルの保管場所・保管方法は、以下のとおりとする。

(1) 教職員の共通理解促進

校長は、以下の研修・訓練等を実施することにより、本校の全ての教職員（臨時的任用・ 非
常勤を含む。以下同じ。）に対し、本マニュアルに定める事項を周知徹底するとともに、学校安
全への意識向上を図る。

　　＊学校医・学校歯科医・学校薬剤師  　　＊古賀市総務課防災係

◆保管方法

本マニュアルは、事故や災害等の発生時に備えて、以下のとおり配布・保管する。 これらは
常に最新版を維持するよう、マニュアル改訂の都度、確実に更新する。

校長は、古賀市防災会議における協議の場を通じて、以下の関係機関に対し、本マニュアルに
定める事項を周知するものとする。また、本マニュアルに大きな変更等が生じた場合は、その都
度、同様の措置を取る。

　　＊千鳥地区町内会（自主防災組織）  　　＊粕屋警察署  　　 ＊粕屋北部消防本部

周知・確認内容

周知対象 周知方法 周知内容

職員会議等における周知 ＊季節ごとの注意点

周知方法

年度当初における本マニュアルの読み合わせ研修
※但し臨時的任用・非常勤の教職員は、 担当者または管理
職からの個別説明

(2) 児童生徒・保護者への周知

校長は、本校の児童生徒や保護者に対し、本マニュアルに定める事項の一部を、以下のとおり
周知する。

＊本マニュアルに定める事項全般
＊各教職員の役割

年に2回、異なる発生事象を想定して実施する実動訓練また
は図上演習

＊発生事象別の緊急対応手順
＊発災時の各教職員の役割

全ての教職員は、本マニュアルに定める事項を十分に理解し、事故等の未然防止、及び発生し
た場合の自らの役割を習熟するとともに、これを確実に遂行し、学校安全の推進に努める。

(3) 関係機関への周知

児童生徒

・新学年開始時期の学級活動やホー
ムルーム活動
・各種防災訓練
・防災教育の学習

・本校で想定される事故や災害等
・事故や災害等の未然防止、事前
の備えとして児童生徒が行うべき
事項
・事故や災害等の発生時に児童生
徒が取るべき行動

保護者

学校ホームページでの公開、以下等
で説明
・新入生保護者説明会
・入学式後の保護者説明会
・ＰＴＡ総会

・本校で想定される事故や災害等
・事故や災害等の未然防止、事前
の備えとして保護者が行うべき事
項
・事故や災害等の発生時における
学校の対応及び保護者が取るべき
行動（引渡し等）
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・地域や関係機関との連携の変更。

・防災避難訓練、研修会等の図上訓練（卓上訓練）で問題点や課題の発見。

・他校の事例や社会情勢の変化等による、自校に不足している項目。

＜見直し・改善のポイント＞

作成した本マニュアルは、訓練等を基に機能性等を定期的に見直し、以下のポイントをチェッ
クしながら改善を図る。

・人事異動等による分担や組織の変更。

・施設設備や通学路、児童生徒等の状況の変化。

　教職員は、本マニュアルの内容を習熟するとともに常備する。

◆本マニュアルの見直しと改善

本マニュアルは、以下の手順で、本校の実情を踏まえて作成する。また、一度作成した後も、
訓練、評価、改善を繰り返し行っていく。

　・職員室    ・校長室   ・各プレイルーム等

(3) 教職員への配布

各教職員には、毎年度当初に実施する読み合わせ研修に際し、冊子形式の本マニュアルを紙面
もしくはデータで配布する。

【本マニュアル作成・見直しの手順】

傷病者発生時対応手順

　・体育館内　・保健室　・各プレイルーム等(仮設校舎)

火災発生時対応手順

　・職員室　・家庭科室　・調理室   ・理科室 　・各プレイルーム等

緊急通報手順及び通報先

(2) 緊急時対応手順の掲示

本マニュアルのうち、人命に直結する等、特に緊急性が高い事象については、発生直後の緊急
時対応手順（フロー）を以下の箇所に掲示する。

危機管理マニュアル作成 

原案作成 

 

協議・修正 

 

見直し             周 知 

 

 

 

訓 練 

 

改 善            評 価 
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 中学部生徒104名　 うち重複学級生徒3名　訪問教育生徒3名　病弱部門3名

 高等部生徒150名 　うち重複学級生徒2名　訪問教育生徒2名　　　　　　　　計421名

④1947（昭和22）年5月9日（大分県日田地方）Ｍ≒5.5 日田町・中川村・三芳村で壁の亀
裂・剥落・崖崩れ、道路破損、墓石転倒などの小被害あり。 余震が数日続いた。

(2) 地域の災害履歴【古賀市地域防災計画（地震・津波対策編） H28.3月改訂版より】

　本市周辺に係る震災履歴について整理すると次のとおりである。

①1929（昭和４）年1月2日（福岡県南部）Ｍ≒5.5 小国地方で家屋半潰１、県道の亀裂、崖
崩れ、落石、石灯籠・墓石の転倒あり。

  在籍する児童生徒数は以下のとおりである。（令和８年４月１日現在）

(1) 地域の特徴【古賀市地域防災計画（風水害対策編） R5.7月改訂版より】

本市の人口は、現在59,282人となっている。 また、世帯数については26,981世帯で、１世
帯当たり人員は約2.2人である。

土地利用の状況については、本市西部を南北に貫く国道３号及びＪＲ鹿児島本線を中心に市街
化の傾向が著しく、特に海岸砂丘・砂堆部はほぼ全面的に市街地化している。 また、南部の国
道３号周辺には大規模な工業系用途の土地利用が見られるほか、市中央部の平地には農地が広
がっている。

２　事前の危機管理

③1930（昭和５）年2月5日（福岡県西部）Ｍ≒5.0 福岡市の南南西15kmの雷山付近。小崖崩
れ・小地割れなどがあった。７日12時35分頃強い余震。

②1929（昭和４）年8月8日（福岡県）Ｍ≒5.1 雷山付近、震央付近で、壁の亀裂、崖崩れを
生じた。

⑤2005（平成17）年3月20日（福岡県西方沖）Ｍ＝7.0 福岡市中央区、福岡市東区、前原
市、佐賀県みやき町で震度6弱を観測した。最大震度6弱、死者1名、負傷者1,186名（うち重傷
者197名）、全壊143棟、半壊352棟、一部損壊9,190 棟。本市においても、全壊1棟、半壊6
棟、一部損壊235棟の被害が発生した。また、4月20日にはＭ＝5.8の最大余震を観測した

(3) 学校、学区の現状

本校は古賀市の北部に位置する特別支援学校である。小中学部海抜23.4ｍ、高等部海抜22.7
ｍで津波浸水区域外である。学区は古賀市、糟屋郡７町であり、通学バスを利用する児童生徒が
ほとんどであるが、自主通学、乗用車での送迎による通学者もいる。

古賀市は、福岡県の北西部に位置し、南西部に新宮町、南部に久山町、北東部に福津市が隣接
する。また、北西には玄界灘を臨み、その市域総面積は、42.07k㎡である。

北西に玄界灘を臨む扇状に広がった形状の市土を有し、東南の犬鳴山系には古賀市の最高峰西
山664ｍを中心に400～500ｍ級の山々が連なる。また、南には立花山系があり海・平野・山と
いう自然の生態系に恵まれた地域である。河川については、北には中川、南には犬鳴山系・立花
山系に発する大根川が流れ、ともに玄界灘に注いでいる。北部に位置する千鳥ヶ池は県天然記念
物のツクシオオガヤツリクサの北限自生地となっているほか、海岸線は白砂青松が連なり、玄海
国定公園に指定されている。

地質について、基盤岩は変成岩、花崗岩、堆積岩等から構成されており、その他は洪積層～沖
積層の未固結堆積物からなっている。また、沿岸部は広範にわたり砂丘・砂堆に覆われている。

気候は、比較的温暖な気候に恵まれており、年間降水量は直近５か年平均で1,452.7mmで、
県平均を下回る。

 小学部児童167名　 うち重複学級児童9名　訪問教育児童4名

◆地域、学校、学区の現状
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(1) 地震災害【古賀市地域防災計画（地震・津波対策編） H28.3月改訂版より】

福岡県内陸域に存在する6つの活断層(小倉東断層、福知山断層、西山断層、警固断層、水縄
断層及び宇美断層)のうち、古賀市中心部より東方約10㎞圏に位置する西山断層系を震源 とす
るＭ7.3 の地震が、冬季の夕刻(午後5時～6時)、風速 4m/秒に発生することを想定した。

（平成８年度「古賀町地域防災アセスメント調査業務報告書」より）

    被害の想定 想定地震による被害は、次のように想定される。

     ・全壊建物 ･･････   677棟

     ・半壊建物 ･･････   401棟

本市において浸水の危険性がある地域は、地形区分でいう氾濫原ともとの氾濫原を埋めて造成
した人工改変地が中心となる。特に、大根川や青柳川の中流域の氾濫原区域では、下流部 が埋
土により市街地化したため、大雨や集中豪雨となった場合、下流方向の排水能力不足により、内
水型の氾濫・浸水被害が生じる危険性が大きくなっている。

    被害想定の総括

◆危機管理の前提となる事象等

     ・出火件数 ･･････　　 4件

     ・死者数　 ･･････     40人

     ・負傷者数 ･･････   999人

(2) 洪水等による浸水被害
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豪雪

大規模事故災害

火災

土砂災害

(4) 避難所等の指定状況

　本校は小中学部、高等部共に古賀市の福祉避難所として指定されている。

古賀市の福祉避難所は市内に６箇所あり、古賀特別支援学校の両校舎、玄界高校、福岡県障が
い者リハビリテーションセンター、サンコスモ古賀、ひだまり館となっている。

在籍する児童生徒の生命や安全を守ることを最優先とし、継続的に自治体等と避難所としての
在り方を検討していく必要がある。

　その他、本校で想定される主な危機事象は、以下のとおりである。

(3) その他、本校で想定される危機事象

食中毒、異物混入

災害安全

強風

突風、竜巻、雷

窒息

熱中症、体育授業中・休憩時間中の頭頚部損傷その他の外
傷、 階段・遊具等からの転落、 急病等による心肺停止等

不審者侵入、通学路上の声掛け・盗取、学校への犯罪予
告、 校内不審物

学校給食や教材によるアレルギー・アナフィラキシー

学校給食や教材による窒息

台風等の強風による飛来物・停電等

突風・竜巻による家屋倒壊・飛来物、落雷

大雪による交通寸断、停電等

工業団地の危険物取扱施設の爆発事故

校内施設からの出火

がけ崩れ、土石流、地すべり

交通安全

自動車事故

自転車事故

その他の交通事故

通学路上・校外活動中の自動車事故、通学バスの事故

通学路上の自転車事故

その他の交通事故(電車等)

その他

弾道ミサイル発射 J アラートの緊急情報発信

感染症 結核、麻しん、新型コロナウイルス等

大気汚染 光化学オキシダント被害、微小粒子状物質（PM 2.5）

その他 インターネット上の犯罪被害 等

危機事象 想定される事態

生活安全

傷病の発生

犯罪被害

食物等アレルギー

学校給食による食中毒、学校給食への異物混入等

8



◆平常時の危機管理体制

平常時の危機管理体制

校長は、学校における危機管理の最高責任者として、日常の安全管理や安全教育を推進するた
め、学校安全・災害対策委員会(下図)を設置して危機管理体制を確立し、事故や災害等の未然防
止及び発生に備えた対策を取りまとめる。

副校長、教頭、児童生徒指導主幹教諭は、学校安全・災害対策委員会において、校長の指示に
基づき、事故や災害等の未然防止及び発生に備えた対策を推進する。

事務長、養護教諭等の各教職員についても日常の安全管理や安全教育を担い、全員体制で日々
の取組を推進していく。

これに加え、管理職や児童生徒指導主幹教諭は、職員会議やチーム会、校内研修会等の様々な
機会をとらえて学校安全に関する話題を取り上げ、日頃から全教職員の危機管理意識の維持・高
揚を図るよう努める。

活動内容

＊学校安全に関わる活動の総括

＊校内危機管理体制の整備・見直し

＊本マニュアルの整備・見直し

＊避難（確保）計画の整備・見直し

＊避難所開設・運営支援マニュアルの

整備・見直し

＊教職員研修の企画・運営

＊教職員に対する危機管理意識の維持

高揚策推進

構成員

委員長 校長、運営責任者 副校長、

教頭、事務長、教務担当主幹教諭、

担当者 児童生徒指導担当主幹教諭、

進路指導担当主幹教諭、学部統括主幹教諭

指導教諭、各学部主事、児童生徒指導課長、

防災・安全係、保健主事、養護教諭

～学校安全・災害対策委員会～
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種類

・沿道施設の出入口の見通し

・渋滞車両・駐車車両の存在（日常的な状況）

毎授業日ごと
児童生徒等が最も多く
活動を行うと思われる
箇所

・通学路にある犯罪発生条件（死角、外灯の有無等）

https://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/gijyutsu2.pdf

⚫ 合同点検（保護者等と実施）

　毎年４月に、保護者と協力して通学路の点検を実施する。その際、以下の点を確認する。

・歩道や路側帯の整備状態

・車との側方間隔や往来する車の走行スピード

・右左折車両のある交差点や見通しの悪い交差点

定期点検

臨時点検

日常点検
設備等について日常的な点検を行
い、環境の安全の確保を図らなけ
ればならない（規則29条）

必要に応じて点検項目
を設定

必要に応じて点検項目
を設定

必要がある時は、臨時に、安全点
検を行う（規則28条第2項）

必要がある時は、臨時に、安全点
検を行う（規則28条第2項）

    （学校保健安全法施行規則で求める3種類の安全点検）

◆点検

校長は、学校・校地周辺・通学路の安全を保ち、事故や災害等の発生を防止するため、点検を
中心とした危険箇所の把握と、その分析及び管理を計画的に実施する。

(1) 危険箇所の把握

　危険箇所の把握は、以下の方法で実施する。

　安全点検（教職員により実施）

安全点検等の実施時期、対象、担当、様式については以下のとおりとする。なお、異常を発見
した場合には、様式への記入に加えて写真や簡単な図等を追加しておくこと（情報共有・経過観
察の際に有効）。

学校施設・設備のうち、非構造部材の点検については、福岡県教育委員会の策定した点検方針
及び点検実施計画等に基づき実施する。実際の点検の際には、文部科学省「学校施設の非構造部
材の耐震化ガイドブック」を 参考に、耐震点検を実施する。

文部科学省「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（平成27年３月改訂版）」

時期・方法等 対象 法的根拠等

毎学期1回以上
計画的に、また教職員全
員が組織的に実施

児童生徒等が使用する
施設・設備及び防火、
防災、防犯に関する設
備等

毎学期1回以上、児童生徒等が通常
使用する施設及び設備の異常の有
無について系統的に行わなければ
ならない（規則28条第1項）

毎月1回
計画的に教職員全員が安
全点検表を用いて実施

児童生徒等が多く使用
すると思われる校地、
運動場、教室、特別教
室、廊下、昇降口、階
段 、 ト イ レ 、 手 洗 い
場、給食室、屋上等

明確な規定はないが、各学校の実
情に応じて、上述に準じて行われ
る例が多い

学校行事前後

災害時
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・事故に遭った（見聞きした）。

・事故や怪我には至っていないが「ヒヤリ」とした体験をした。

⚫ 事故、ヒヤリ・ハット、気付き報告（教職員、児童、保護者、地域等より）

学校生活を送る中で、あるいは教育環境や教育活動全般において、以下のような事態が発生し
た場合には、「ヒヤリハット事例報告（Microsoft Forms）」や「事故、問題行動等の一次報告
書」（ｐ13）を用いて報告し、必要に応じて修理等の対策を講じる。報告された情報は、校内
配置図や校外マップを用いて整理・集積し、学校安全・災害対策委員会に蓄積する。

【児童等への指導・連携】例：特に注意して横断すべき箇所、犯罪発生危険箇所に対する重点
的な街頭指導、ＰＴＡ・地域と危険箇所についての共通認識をもつ等

③教職員のみで危険箇所のリスクが十分に判断できない場合は、福岡県教育委員会を通じて専門
家への調査を依頼する（専門家の点検に立ち会った際には、点検の方法や視点を学び、教職員の
みでの点検時に生かす）。

・安全点検で問題が明らかになった箇所の適切な管理の有無。
また、外部評価として、定期的に福岡県教育委員会による点検内容の評価及び改善支援。

・潜在的なリスクに気付いた。

なお、報告者は教職員だけでなく、児童、保護者、地域住民、関係機関等も含むものとし、情
報を受け取った教職員は代理で様式に記録する。

⚫ 事故等情報より抽出

安全点検の際に、下のデータベースを検索し、抽出した事例を自校の環境に置き換えて危険
箇所を把握する。

https://www.jpnspまたはt.go.jp/anzen/anzen_school/anzen_school/ tabid/822/Default.aspx

(2) 危険箇所の分析・管理

把握した危険箇所について、校内にて対応可能なものは速やかに改善措置を取り、その旨を記
録する。校内のみでの対応が困難なものについては、以下の方針で学校安全・災害対策委員会に
て分析、対策・管理をする。

【人的対策】例：スクールガード等の見守り活動、警察の協力を得た重点的な交通安全キャン
ペーン等

①危険箇所をそのままにした場合に起こり得る事故・被害を具体的に想定する。

　児童生徒の振る舞い、行動を分析する（横断時の左右未確認、一時不停止 等）。

②①の想定結果が重大なものから優先的に対応を取る。

【物理的対策】例：業者に依頼して緊急修理、転落防止の防護策の設置、 外灯の設置、植栽の
剪定等

(3) 点検の適切性の評価・改善

安全点検担当者は、点検そのものの適切性を確保するために、毎年度末に、全ての点検につい
て以下の視点から評価・改善点を整理し、次年度の点検表や分析・管理の仕組みの改善に努め
る。

・安全点検で確認する箇所や観点の明確性。

・安全点検の具体的な方法の明確性（実施者によって異なる方法の防止）。

・安全点検で問題が明らかになった場合の対応の明確性（緊急修理、立ち入り禁止措置、教育委
員会等への対応依頼等）。
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◆熱中症の予防措置

(1) 暑さ指数を用いた活動判断

校長は、児童生徒の熱中症を予防するため、必要に応じて養護教諭等に指示し、暑さ指数（Ｗ
ＧＢＴ）を用いた環境条件の評価を行うとともに、日常生活や運動の実施可否等について判断す
る。

暑さ指数（ＷＧＢＴ）の数値については、「熱中症予防情報サイト」（環境省）を 活用し
て、実況値・予測値を確認する。

　環境省『熱中症予防情報サイト』　https://www.wbgt.env.go.jp/

(2) 熱中症防止の留意点

校長は、各教職員に指示して、以下の留意点を踏まえ、教育課程内外を問わず適切な熱中症の
防止措置を取る。

環境の留意点

・直射日光、風の有無：直射日光の下での活動や風が無い状態での活動を避ける。

・急激な暑さ：梅雨明け等、急に暑くなったときには注意する。

主体別の留意点

・体力、体格の個人差：肥満傾向の児童生徒、体力の低い児童生徒には注意する。

・健康状態、体調、疲労の状態：運動前の体調チェック、運動中の健康観察を行う。

・暑さへの慣れ：久しぶりに暑い環境で体を動かす際には注意する。

・衣服の状況等：衣服は軽装で透湿性や通気性のよい素材とし、直射日光は帽子で防ぐ。

運動中の留意点

・運動の強度、内容、継続時間：部活動等におけるランニング、ダッシュの繰り返しに注意す
る。また、プールは、暑さを感じにくいが実際には発汗しているため、気付かないうちに脱水を
起こしやすいこと等が、熱中症の原因になることに注意する。

・水分補給：0.1～0.2％程度の食塩水やスポーツドリンク等が望ましいが、とにかく水分をこ
まめに補給する。

・休憩の取り方：激しい運動では30分に１回の休憩が望ましい。

(3) 児童生徒に対する熱中症に関する指導

校長は、各教職員に指示して、児童生徒に対し以下の指導を行うことにより、熱中症の未然防
止に努める。

・暑い日には、帽子を着用する、薄着になる、運動するときはこまめに水分を補給し、休憩を取
る等、 熱中症防止のための対応を取ること。

・気分が悪い、頭が痛い等、体調に異変を感じた場合は、躊躇なく申し出ること。
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(2) 来校者の管理

校長は、全教職員への指示・周知を通じて、以下の来校者対策を徹底し、不審者侵入に万全の
対策を取るよう努める。

・来校者向けに、校門に「本校に御用の方は受付へおいでください」の案内を掲示する。

・玄関受付にて、来校者には来校者受付簿（p16）に、保護者には保護者等受付簿（p17）に記
入を求める。

・一般来校者には来校者プレートを１人１つ配布し、首から掛けるよう求める。

・保護者には、年度初めに配布する保護者カードを首から掛けるよう求める。

・教職員は、学校を管理する立場にあるという心構えをもって、来校者とすれ違った際には来校
者プレートや保護者カードを確認し、積極的な挨拶・声掛けを心掛ける。

・教職員は名札を着用する。

(3) 校内の巡視

通常授業日は、毎日始業前・授業中・給食終了後・放課後の計４回、管理職や主幹教諭等が巡
視を行う。

◆食物アレルギー・アナフィラキシーの未然防止

   アレルギー対応委員会の設置と学校全体の組織的な取組

校長を責任者とし、以下の関係者で組織するアレルギー対応委員会を校内に設置する。同委員
会では、在籍する児童生徒のアレルギー疾患に関する情報を把握し、日常の取組と事故予防、緊
急時の対応について協議し、情報を共有する。取組プランや緊急時のマニュアルを作成する際に
は、医師が作成した管理指導表に基づいて話し合いを進める。

委員長 校長、副校長、運営責任者 教頭、担当者 児童生徒指導担当主幹教諭、
学部統括主幹教諭、保健給食課長（小中・高）、学部主事等、栄養教諭、
養護教諭（小中・高）、当該学級担任、当該チームチーフ、学校医、学校薬剤師

◆犯罪被害防止に関する日常管理

(1) 校門及び校舎入口の管理

通常授業日の校門管理（高等部裏門を含む）は、授業時間は常に閉める。校長は、各学級担任
を通じ、これを児童生徒及び保護者に周知する。

アレルギー対応委員会構成員

(4) 校外の巡視・巡回 （高等部）

・登下校時の巡視：自主通学の生徒に対して必要に応じて、担当教職員が校舎周辺の巡視を行
う。

・通学路の合同点検：「通学路の安全マップ（防犯、交通、災害）」を基に、ＰＴＡ・地域関係
者・警察等と合同で点検を実施する。
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　：　　～　　：

 ・　　・

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・

　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

◆来校者受付簿様式

 受 付 簿
福岡県立古賀特別支援学校

年月日
来　校　者
氏　　　名

会　　　社　　　名
クラス名（保護者）

校舎に入られる
時間帯

備　　　考

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

 ・　　・ 　：　　～　　：

　：　　～　　：
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(2) 家庭との連携

校長は、毎年重点期間を設け、学級担任に指示し、家庭でのスマートフォンやタブレット端末
を用いたゲームやＳＮＳの利用（時間及び内容、フィルタリングの設定、留意点等）について、
児童生徒と保護者で話し合ってルールを策定し、実際にルールを守る取組を推進する。なお、Ｉ
ＣＴ機器の利用は年々低年齢化していることから、低学年のうちからこの取組を進める。

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

・警察庁「なくそう、子供の性被害。」

http://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/statistics/

・公益財団法人警察協会「STOP! 子供の性被害～子供を性被害から守るために～」

https://www.keisatukyoukai.または.jp/pages/23/

・文部科学省「情報モラル教育の充実」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369617.htm

・文部科学省「青少年を取り巻く有害環境対策の推進」

https://www.mext.go.jp/content/20210311-mxt_kyousei02-003330_1.pdf

・文部科学省・内閣府「生命（いのち）の安全教育」

https://www.mext.go.jp/a_menu/spまたはts/ikusei/1354754.htm

・警察庁・文部科学省「守りたい大切な自分 大切な誰か」

◆インターネット上の犯罪被害防止対策

(1) 最新事例の把握

校長は、インターネット上の犯罪被害を未然に防止するため、担当教職員に指示して年度初め
に以下のウェブサイトを中心に最新事例や統計情報等を入手し、児童生徒への指導に活用する。
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◆校外活動における危機未然防止対策

(1) 事前の検討・対策

遠足、社会科見学、移動教室、修学旅行、その他の校外活動について、児童生徒の安全確保の
観点から、以下の点についての事前の検討・対策を講じる。

校外活動
全般

・校外活動先における地域固有のリスク（津波・土砂災害等の自然災害、その他の事
故や災害の危険性）を調査し、これを可能な限り軽減するとともに、想定される事故
や災害等が発生した場合の対応を検討する。
・事前の下見で、現地で被災した場合の様々なリスクや、活動場所近くの利用可能な
施設・設備等（AED 配置場所、病院・警察署等）を調査するとともに、これを活動
計画や活動のしおりに反映させる。
・訪問先や宿泊先、旅行代理店等関係者との安全確保に関する事前調整を行う。
・引率教職員間での連絡方法、引率教職員と在校教職員との定期的な連絡の方法につ
いて検討する。
・災害発生時の避難経路・避難場所、情報収集手段等について確認し、全引率教職員
間の共通認識とする。
・緊急時の連絡体制（医療機関、学校、保護者）を整備し、確実に機能することを事
前に確認する。
・一人で避難することが難しい児童生徒への対応について検討する。

宿泊を
伴う活動

食に関係
する活動

(食物

アレルギー

対応)

・食物アレルギーをもつ児童生徒に関する情報と緊急時対応について、全ての引率教
職員間で共有する。

・エピペン®等の持参薬の管理方法について確認する（教職員が管理する必要がある
場合には引率方法を検討）。
・工場見学や体験学習等、食に関係する活動があれば、その内容を十分検討する。
・宿泊先や訪問先施設に対し、食物アレルギー対応態勢、実績、可能な対応等につい
て確認する。その際、そば殻枕の使用等は、触れたり、吸い込んだりすることも発症
原因になることに留意する。
・宿泊先や訪問先での食事や活動内容について、保護者と協議する。
※アレルギー症状が発症した場合に備えて、以下の準備をする。

・エピペン®等持参薬の使用方法の再確認する。
・搬送可能な医療機関を事前に調査する。
・円滑な治療を受けるため、（必要に応じて）主治医からの紹介状を用意する。

※注意が必要な活動
調理実習、牛乳パックを使った工作、小麦粉粘土を使った活動、遠足（児童生徒同士の弁当の

おかずやおやつの交換）、社会科見学、豆まき、植物の栽培、給食ではない飲食を伴う活動
（ＰＴＡ主催イベントの模擬店等）、アレルゲンとなる食品の清掃 等

(2) 校外活動の携行品

校外活動引率時の主な携行品は以下のとおりとする。なお、必要に応じて追加することを検討
する。

持参物の例

※個人情報のため、取扱いには十分注意する。

　　□ 緊急連絡体制表 　　　　　　　　　 　　□ 児童・生徒名簿（緊急連絡先を含む）
　　□ 訪問先の地図等（避難経路・避難場所） 　  　　□ 緊急搬送先医療機関の情報
　　□ 携帯用救急セット 　　　　　　　　　　　 　　 □ 携帯電話・スマートフォン
　　□ モバイルバッテリー 　　□ 携帯ラジオ端末　    □ 笛（危険を知らせるため）
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(1) 事前準備

・学校施設の開放部分と非開放部分を明確化し、事前配布する案内に明記する。非開放部分につ
いては立入禁止箇所として掲示物・テープ等で示す。

・行事会場からの非常口、避難経路、避難場所等について確認する（行事参加予定人数、非常口
の箇所数、避難経路・避難場所の広さ 等）。

・児童生徒の保護者には、保護者カードを必ず持参し、首から掛けるよう求める。忘れた者には
当日限りのカードを配布する。

・集団を離れる場合は引率教職員に申し出ること 。

⚫ 学校側では、職員室の前方に、校外活動時間・内容・引率教職員連絡先等を掲示する。

◆校内行事に際しての危機未然防止対策

校長は、入学式、卒業式、学校開放等の校内行事における危機未然防止として、担当教職員に
指示して、以下の対策を講じる。なお、本校を会場としてＰＴＡ等がイベントを主催する場合に
ついても、同様の対策を取ることを主催者側と事前に確認する。

(3) 校外学習開始時の対策

　校外学習開始時には、以下の対策を講じる。

⚫ 現地に到着直後に、引率職員間（必要に応じて児童生徒も含む）で、緊急時の対処方法を確
認する。

⚫ 校外活動開始時に、児童生徒に対して以下のとおり、活動中の留意事項の指導を徹底する。

・引率教職員の指示をよく聞くこと。

・一人で行動しないこと 。

・（食物アレルギーを持つ児童生徒がいる場合）弁当のおかず等を交換しないこと。

・行事中、教職員は担当を決めて校内（非開放部分を含む）を巡回し、リボン等や保護者カード
の着用を確認する（未着用者には声掛けし、身元を確認する）。

・行事中の災害に備え、行事開始前に参加者には会場の非常口や避難経路、避難場所を伝達す
る。併せて、校内立ち入り禁止区域についても説明し、理解を得る。

(2) 校内行事当日の対応

・行事の来賓には、受付にて招待状を提示を求める。確認後、出席者用のリボン等を渡し、胸の
位置に付けるよう求める。
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待機＊1） 待機＊1） 待機＊1） 待機＊1）

参集 待機＊1） 待機＊1） 待機＊1）

参集 参集 参集 待機＊1）

参集 参集 参集 参集

 

教職員の対応

緊急時
参集職員

５強または５弱

第４次参集 ６弱以上

校 長 ・ 副 校

長・ 教頭

主幹教諭
指導教諭

その他
教職員

４ 被害あり

第３次参集

第１次参集 ４ 被害なし

第２次参集

緊急時
参集職員

校 長 ・ 副 校

長・ 教頭

主幹教諭
指導教諭

その他
教職員

＊2）避難情報とは、古賀市の発令する「高齢者等避難」、「避難指示」のことである。

第２次参集

第１次参集
レベル3相当

大雨警報、洪水警報
大根川氾濫警戒情報

待機＊1） 待機＊1） 待機＊1） 待機＊1）

参集体制
参集規模
古賀市の

警戒レベル

レベル4以上
校区内の地区に

避難情報＊2）発令
参集 待機＊1） 待機＊1） 待機＊1）

※第４次参集は「自動参集」：全教職員は管理職等からの要請を待たずに学校に参集。

⚫ 風水害

⚫ 地震

非常参集基準

教職員の対応

参集体制
参集規模

古賀市の震度

◆緊急時の非常参集体制

(1) 非常参集基準

夜間休日、休暇中などの勤務時間外に災害等が発生した場合に備え、災害等のレベルに応じた
緊急時の非常参集体制を以下のとおりとする。

※第３〜４次参集は、状況に応じて校長が判断。

⚫ その他の事故や災害等：状況に応じて、第１〜４次参集のいずれかを校長が判断。

＊1）「待機」となる教職員は、常に連絡が取れる状態にしておくこと （必要に応じて応援を要
請する場合があるため）。

(2) 安全確保等の優先

勤務時間外の非常参集については、原則として自分自身と家族の身の安全を優先することと
し、自宅及び家族の安否確認後に参集する。交通手段の途絶や通勤経路上の問題により参集でき
ない場合には、本部にその旨連絡を入れること。その上で、可能な場合には、在宅にて本部と連
携を取りつつ、児童生徒及び教職員の安否確認等の本部業務を支援する。

(3) 緊急時参集職員

校長は、毎年度当初に、当該年度の「緊急時参集職員」数名を（原則として、学校から10km
以内に居住する者の中から）指名する。
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(5) 教職員の安否確認

全ての教職員は、事故や災害等の発生により非常参集体制が取られた場合は、自身の安否状況
（自身及び家族の被災状況、自宅の被災状況等）について、メールまたは電話により、管理職
（副校長または教頭）に連絡する。校長は、副校長・教頭に指示して、全教職員の安否情報を取
りまとめるとともに、安否不明の教職員に対して安否確認の連絡を取る。また、安否不明または
被災により事故や災害等への対応が取れない教職員がいる場合は、必要に応じてその代理となる
者を指名する。

・非常参集時には、必ずインターネット等で警報等に関する情報を収集するとともに、以下の場
合には、危険区域を絶対に通らないこと。

参集の種類等 避けるべき区域

地震時の参集：大津波警報、津波警
報、 津波注意報が発表されている
場合

津波ハザードマップ（津波浸水想定区域図） で津波の浸水
が想定されている区域

風水害時の参集
洪水ハザードマップ（洪水浸水想定区域図）、 土砂災害ハ
ザードマップ（土砂災害警戒区域・ 土砂災害特別警戒区域
等）で浸水や土砂災害が想定されている区域

(4) 非常参集時の心得

・服装：動きやすい服装、運動靴とする。季節に合わせて防寒具等も準備する。

・持ち物：数日間勤務に当たることを想定し、リュック等に準備しておく。

持参物の例

□身分証明書            □携帯電話・スマートフォン   □携帯充電器           □携帯ラジオ
□携帯できる食料     □飲料水                       □現金（小銭）       □笛（ホイッスル）
□小型のライト         □マスク                       □着替え                □メモ帳・筆記用具

・参集する際には自身の身の安全に十分留意すること。

・災害等の被害が大きい場合には、参集途上の地域の様子をつぶさに観察し、本部へ報告するこ
と。
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警戒本部 （マネジメント会議のメ
ンバー・緊急時参集職員※）

＊震度５弱または５強の地震が発生した場合
＊津波注意報が発表された場合

学校安全・災害対策本部
（全教職員）

＊震度６強以上の地震が発生
＊津波警報、大津波警報が発表された場合
＊中学区内で発生した災害により、大きな被害（避難所が
開設されるレベル）が発生した場合
＊学校管理下で、死亡事故、または治療に要する期間が30
日以上の負傷や疾病その他重篤な事故や災害が発生した場
合
＊中学区内に多数被害が同時発生（犯罪・テロ等）した場
合

全教職員
副本部長

（副校長・教頭）
本部長

（校長）

(3) 警戒本部

校長・副校長・教頭・マネジメント会議メンバー・緊急時参集職員（勤務時間外のみ）を構成
員とし、設置する。なお、勤務時間中に設置する場合は、児童生徒及び教職員の安全確保・避難
誘導等を実施した後とする。業務内容は以下のとおりとする。

 
班 役割 準備物

警戒本部班
担当：校長
副校長、教頭、マネジ
メ ン ト 会 議 メ ン バ ー
（緊急時参集職員）

・施設被害状況、異常等の確認
・災害情報等の収集
・使用する資器材の準備
・福岡県教育委員会への報告

本マニュアル、
学校敷地図等図面一式、
携帯型ラジオ、テ レビ 、ト ラン
シーバー、携帯電 話・ スマ ート
フォン

設置基準

◆事故や災害発生時の対策本部体制

※緊急時参集職員は、勤務時間外に警戒本部を設置する場合のみ。

(2) 指揮命令系統

事故や災害発生時の指揮命令系統及び指揮命令者の順位は以下のとおりとし、上位者が不在の
場合には代理を務めることとする。なお、事故や災害発生時に校長不在の場合には、本部長代理
者より事故や災害に関する情報を迅速に校長に伝達することとし、校長は自らの所在を明らかに
する。

(1) 学校安全・災害対策本部の設置基準

事故や災害発生時に円滑な組織対応を図るため、以下の基準に基づき、警戒本部、または学校
安全・災害対策本部を設置する。
　

本部体制
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マ ス タ ー キ ー 、 バ リ
ケード、 ラジオ、ロー
プ、 テープ、校内配置
図 避難者への指示（文
書）

応急復旧班
担当：事務職員、児童
生徒指導課職員

・被害状況の把握
・応急復旧に必要な機材の調達と管理
・危険箇所の処理、立入禁止措置の表示等
・避難場所の安全確認

被害調査票、ヘルメッ
ト、校舎配置図・見取
り図、ロープ、標識、
バリケード等

保護者連絡班
担当：各担任、指導教
諭、学部主事等

・引渡し場所の指定
・保護者等の身元確認や児童生徒引渡し
・ＰＴＡとの連絡調整
・保護者会の開催

引渡し事前登録表

避難所協力班
担当：事務長・主幹教
諭等

救護・医療班
担当：養護教諭

班

対策本部班
担 当 ： 校 長 （ 本 部
長）
副校長、教頭（副本部
長）
マネジメント会議メン
バー

準備物役割

・事故や災害の情報収集、取りまとめ
・校内の被災状況把握と応急対策決定、指示
・各班との連絡調整
・緊急時持ち出し品の搬出や保管
・記録日誌・報告書の作成
・福岡県教育委員会との連絡調整
・古賀市災害対策本部との連絡調整
・報道機関への対応
・学校再開に向けた対応
・〔学校事故発生時のみ〕教職員、児童生徒への
聴き取り、被害児童生徒の保護者等の個別の窓
口

危 険 等 発 生 時 対 処 要
領、学校敷地図等図面
一式、携帯型ラジオ、
テ レ ビ 、 ハ ン ド マ イ
ク、懐中電灯、（緊急
活動の日誌）、笛、ト
ランシーバー、携帯電
話、緊急時引き渡し情
報

(4) 学校安全・災害対策本部

学校安全・災害対策本部の組織体制及び業務内容は以下のとおりとする。ただし、事故や災害
の状況により、活動の量・内容に偏りが生じた場合には、本部長は適宜、担当を見直し、業務量
に応じた人員配置体制を取る。

安否確認・避難誘導班
担当：チームチーフ

・児童生徒及び教職員の安否確認
・安全な避難経路での避難誘導
・負傷者の把握
・下校指導
・学校待機児童生徒の掌握や記録
・行方不明の児童生徒、教職員の把握や報告

クラスの名簿、
行 方 不 明 者 記 入 用 紙
（児童生徒・教職員）

安全点検・消火班
担当：事務職員、児童
生徒指導課職員

・初期消火
・避難、救助活動等の支援
・施設や設備の被害の状況確認
・校内建物の安全点検や管理
・近隣の危険箇所の巡視、確認
・二次被害の防止

・児童生徒及び教職員の救出や救命
・負傷者の搬出、保護や応急手当
・負傷者の負傷程度の確認や通報
・医師等の確保、手当備品の確認
・関係医療機関との連携
・心のケア

安全靴、防災マスク、
ヘルメット、毛布、革
手袋、トランシー
バー、担架、応急手当
の備品、健康カード、
水、毛布、ＡＥＤ等

消火器、ヘルメット、
携 帯 型 ラ ジ オ 、 道 具
セット、手袋、被害調
査票等

・市区町村及び自主防災組織と連携した避難所
の運営支援
・避難者の名簿作成
・緊急物資の受け入れと管理
・ボランティアの受け入れ
※本校に避難所が開設された場合のみ
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◆教職員間の緊急連絡・通信手段

教職員の緊急連絡は、一斉メール配信（安心安全メール）を用いる。ただし、災害状況によ
り、これらの手段が利用できない場合は、災害用伝言ダイヤル（171）や災害用伝言板
（web171）を活用する。

(1) 電話・メール：入学時に保護者の緊急連絡先を把握する。

(2) 災害用伝言ダイヤル（171）・災害用伝言板（web171）：大きな災害が発生した場合、家
庭の安否情報を登録するように依頼する。

(3) 環境によっては、オンラインミーティングが可能となるツールを用いて、学級担任と利用が
可能な家庭で双方向のやり取りを行う。

※災害による通信途絶や停電等により、これらの手段が使えない場合には、校門横に掲示して学
校からの連絡事項を伝達すること、安否確認や被害調査等は教職員による家庭訪問（避難所訪
問）によって実施すること等について、あらかじめ保護者と認識の共有を図る。

◆保護者への緊急連絡・通信手段

保護者への緊急連絡は、以下の方法で行う。なお、緊急時の連絡手段について、年度初めに保
護者に伝達する。

【学校から家庭への緊急連絡】

(1) 一斉メール配信（安心安全メール）：入学時に保護者にメールアドレスの登録を依頼し、そ
の後は年度初めにアドレスの変更等を確認する。メールアドレスの登録が困難な家庭には電話連
絡する。基本的に保護者からの返信が不要な連絡事項を伝達する際に用いる。

(2) 本校ホームページ：個人情報に配慮した全校的な連絡事項を掲載する。

【家庭から学校への連絡（双方向の連絡）】

全ての教職員は、この役割分担に基づき、事故や災害の発生時に必要な対応を取ることができ
るよう、研修や訓練等を通じて、その役割を習熟しておく。

また、不在や被災等により上の役割分担を果たせない教職員が出た場合、事故や災害等の進展
状況により各班の業務量に偏りが生じた場合等は、対策本部班の調整に基づき、上の役割分担を
変更することがある。

このため、全ての教職員は、事前に定められた役割のみならず、他の役割についても概略を理
解しておく。
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　　　　（ＴＥＬ）０９２－９４１－１７０１　（ＦＡＸ）０９２－９４１－１７０３

     耳鼻科　みやざわ耳鼻科医院

     宮澤　裕　先生（住所）福岡県古賀市舞の里３－１７－１

         （ＴＥＬ）０９２－９４４－００５５

粕屋保健福祉事務所（感染症係）

粕屋警察署（代表）

粕屋北部消防本部（代表）

宗像・遠賀保健福祉環境事務所
（保健衛生課感染症係）

     精神科　北九州古賀病院

         （ＴＥＬ）０９２－９４２－４１３１

     薬剤師　タカラ薬局舞の里

     生島　正弘　先生（住所）福岡県古賀市千鳥２－１２－１

     渡邉　崇　先生（住所）福岡県古賀市舞の里３丁目１５－６

千鳥小学校

古賀北中学校

機関（課室所）名

特別支援教育課（指導班）

体育スポーツ健康課（保健給食係）

０９２－６４３－３９１４

電話

０９２－９４４－１３４１

     原　優二　先生（住所）福岡県古賀市花見東１－３－１

　     （ＴＥL）０９２－９４４－２４６１          （ＦＡＸ）０９２－９４１－１１６１

(1) 福岡県・古賀市・公的機関

福岡県教育委員会

近隣の学校

◆関係機関の緊急連絡先一覧

事故や災害等の発生時に連携する可能性のある関係機関の連絡先は以下のとおりである。 校
長は、毎年度初めに生徒指導主幹に指示し、最新の連絡先であることを確認する。

 

玄界高校

         （ＴＥＬ）０９２－４１０－５６５５        （ＦＡＸ）０９２－４１０－５５１１

    歯科　小田歯科医院

     小田　克巳　先生（住所）福岡県古賀市中央５－８－１

　      （ＴＥＬ）０９２－９４３－３８９７

    眼科　はなみ眼科

公的機関

(2) 医療機関

     小児科　こでまり小児科クリニック

     堤　　康　先生（住所）福岡県古賀市今の庄２－２－１2

０９２－９３９－０１１０

０９２－９４４－０１３１

備考

０９２－９４３－４５５０

０９２－９４４－２７３５

０９２－６４３－３９２２

０９２－９３９－１７４６

０９４０－３６－６０９８
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順位 順位

1 1

2 2

3 3

　緊急時持ち出し品の担当者順位は以下のとおりとする。

(2) 緊急時持ち出し品（保健室）

　保健室に、医薬品・救急用品セットを備える。避難の際は、養護教諭が持ち出す。

◆緊急時持ち出し品の内容、保管場所、担当者

(1) 緊急時持ち出し品（小中：職員室キャビネット・事務室金庫、高：職員室金庫）

避難する際の緊急時持ち出し品は以下のとおりとする。すぐに持ち出せるよう、持ち出し袋に
まとめ、職員室キャビネット、事務室金庫に備える。個人情報を含むため、厳重に管理する。な
お、キャビネット横には「本部」の案内旗を備えて、避難の際には緊急時持ち出し品と共に持ち
出す。

避難に用いる物品
・本マニュアル 　　　　　　　　・懐中電灯、乾電池
・携帯型ラジオ・電池　　 　　　・ハンドマイク、ホイッスル

応急手当に用いるもの
・救急用品セット（ハサミ、ピンセット、消毒液、滅菌綿棒、
　絆創膏、伸縮包帯、滅菌ガーゼ、サージカルテープ、三角巾等）

名簿・各種連絡先
・児童生徒緊急連絡用名簿 　　　・引渡し事前登録名簿
・関係機関の緊急連絡先一覧

各種図面 ・各種防災設備の配置図

各種様式
・事件・事故や災害等発生時の情報整理記録用紙
・福岡県教委への緊急連絡票

◆重要書類等の保管・整備

(1) 学校運営上の重要物品・重要書類

学校運営に関する重要物品・書類は、災害等による損壊を避けるため、以下のとおり保管す
る。校長は、学校安全担当者に指示して、毎年度当初に、保管場所の被災可能性が低いこと、保
管内容物の過不足が無いことを確認する。

(2) 学校関係図面の整備

　事故や災害等に備え、以下の図面を事務室に保管する。

・校地・校舎平面図（白図）

・校舎等の電気配線図

・  同 水道配管図

・  同 電話配線図

保管場所 内容

・校長印 　　　　　　　  ・職印　　　　  ・学校沿革史
・職員人事関係書類等      ・卒業生台帳　  ・指導要録

小中事務室耐火金庫

高等部小中学部

役職等

教務主幹教諭

指導教諭

小中教務課長

役職等

高教務課長

進路指導主幹教諭

高等部主事
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症状

応急手当

月日 時間 対応者 学校対応 補足

◆事件・事故や災害等発生時の情報整理様式

事件・事故や災害等発生時の情報整理様式

記録者 （ 　　　　　        ）

発生した事柄

 　記録すべき内容の例

⚫ 事件・事故や災害被害等の発生状況・概要

負傷者・被害者の事件・事故や災害発生直後の状況

（氏名、学年、保護者氏名、症状、応急手当、搬送時刻、搬送先）

⚫ 学校の対応状況（時刻、対応者名、関係者名）

⚫ 学校から外部への連絡状況（時刻、対応者名、関係者名）

⚫ 警察等関係機関との連携状況

⚫ 報道機関等への対応状況

事件・事故や災害被害等の発生状況・概要

負傷者・被害者の事件・事故や災害発生直後の状況

氏名　　　　　　　　　　　　　　チーム　　　　学年　     保護者氏名

搬送時刻　　　　　　　　　　　　　　　　　搬送先
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◆事故・事件対応記録様式

    児童生徒が事故や事件の被害にあった場合には、以下の様式を用いて情報を整理する。

記録者（　　　　　　　　　　　　　　）

事故被害児童生徒 （   ）年（   ）組   名前：
保護者氏名：           　　　　 TEL：

※校内関係者がいる場合
関係者（   ）年（   ）組 名前：
関係者（   ）年（   ）組 名前：

発生日時 年　  月  　日（   ）  午前・午後 　 時  　分

事故概要

発生場所

原因等

事故発生後の様子

意識・出血・呼吸・脈・体温・顔色・痙攣・疼痛・外傷等

応急措置

気道確保・人工呼吸・胸骨圧迫・AED・止血・異物の除去・保温・冷
却・ 衣服をゆるめる・体位・手足のマッサージ等

搬送先病院
　　　　　　　TEL：

病院等での容態

保護者への連絡状況

備考
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◆校内の備品・備蓄品

(1) 共通備品・備蓄品

本校における事故や災害時に備えた備品・備蓄品については、「防災備蓄一覧表」に記載す
る。購入・作成はPTA防災委員会を中心に行う。校長は、定期的に備品・備蓄品の消費期限の
確認や補充、動作確認等の管理の確実な実施に当たって、PTA防災委員会と連携するよう、生
徒指導主幹教諭に指示する。

(2) 児童生徒や教職員用の備品・備蓄品

校長は、災害発生時に児童生徒や教職員が学校待機する場合等に備えて、以下の備蓄等を推進
する。なお、学校待機が長期化する等して事前の備蓄が不足した場合等は、福岡県教育委員会を
通じて古賀市災害対策本部に支援を要請する。

●児童生徒、教職員用備蓄品

以下の食料等を各家庭で準備して学校に持参・保管することを、毎年度初めに保護者に依頼す
る。なお、各家庭には、医療的ケアや食物アレルギーの有無、窒息事故防止等に留意するよう促
す。

[各家庭で準備する児童生徒・教職員用備蓄品の例（普通小学校の標準として）]

・非常食（１年以上保存でき、そのまま食べられるもの）３日分

・飲料水（500ml ペットボトル×６本）

・その他、児童生徒の健康状態等に応じて不可欠な物品（医薬品等） （医薬品の預かりについ
ては検討中）児童生徒が持参した食料等は、記名・密封した上で、保管場所を設定し、保管す
る。その際、他の児童生徒のアレルギー等に留意し、児童生徒が持参した食料等は、記名・密封
した上で、学校で定めた保管場所に保管する。ただし、医薬品等、保管環境に特別な配慮を必要
とする場合は、その都度、保管場所・管理方法を検討する。

◆防災備蓄一覧表様式
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・本校ホームページへの掲載

⚫ 家庭と学校との相互連絡手段

・学校携帯電話の利用

　小中学部 　０９０－３０１１－８０６３　　０９０－５５５２－３５１０

　高等部 　　０８０－８８９５－６６３２

学校から家庭へ情報伝達するための手段として、入学時に、一斉メール配信システム（安心安
全メール）の登録を依頼する。

◆家庭との共有事項（方針）

(1) 保護者との共有の時期・方法・内容

校長は各学級担任等を通じて、保護者に対し以下①～④に記載する事項を確実に依頼し、周知
する。

・時期：新１年生は新入生説明会、他学年は毎年度最初の個人懇談等、 学年途中の転入児童生
徒については転入手続き時。

・方法：保護者会における資料配布、及び学級担任からの説明。

①学校と家庭の情報伝達・連絡方法

　併せて、学校と家庭の情報伝達や連絡の手段として、以下について周知する。

⚫ 学校から家庭への情報伝達手段

・一斉メール配信システム（安心安全メール）

・電話・FAX

　小中学部 　０９２－９４３－８６７４　　　 FAX　０９２－９４３－９１５９

＊登下校中、通学路で危機事態が発生した場合の対応（実際に歩いて確認）

・自宅と学校のどちらに向かうか（自宅に保護者がいて、被災地点が自宅に近ければ自宅に戻
る、保護者不在の場合や学校に近い場合には学校へ行く 等）

・大きな地震の場合の避難先（近隣の津波避難ビル）

・通学路上の「子ども110番の家」の場所

＊自宅で保護者が不在のときに危機事態が発生した場合の対応

・自宅で自分の身を守る行動の取り方

・保護者との連絡の取り方（複数の手段）

＊公共交通機関が途絶し、両親が勤務先から戻ることができない場合の対応

・学校にいる場合には、学校で数日間待機する可能性があることを確認

　高等部　　 ０９２－９４２－７１７５ 　　　FAX　０９２－９４４－４５６２

・児童生徒の一斉下校や引渡し、学校待機の基準

・災害発生が予測される場合の臨時休業の判断基準や判断時刻、連絡方法

③家庭で話し合っておく事項

事故や災害が発生した場合の児童生徒と保護者が離れている時の対応として、以下の点につい
て各家庭の状況に応じた話し合いを促す。

⚫ 電話・メールが利用不能な場合の代替手段

＊災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（Web171）

＊家庭訪問（不在だった場合にはメモ等を残す）

＊避難所への巡回

＊以下の方法による保護者への「学校への連絡」の呼び掛け

・本校ホームページへの掲載   ・学校入口（校門）への掲示  　・避難所への掲示

②各種基準

　事故や災害発生時の各種基準について、保護者に周知する。
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通常授業とは異なる学校外での活動・学習を行う際に事故や災害が発生した場合の対応につい
て、校長は活動のしおりや事前説明会等で保護者に対して伝達する。

④引渡しの事前登録と引渡し方法について

年度初めに、「緊急時引渡し情報（Microsoft Forms）」の入力を依頼する（毎年度更新）。
また、保護者向け緊急時マニュアルや引渡しに関する以下の留意点、引渡しの場所と方法、動線
等についても併せて伝達する。

(2) 校外活動など通常授業とは異なる状況での対応について

＊連絡について

＊迎えについて

・災害時等は、状況や下校方法等について、「学校HP」と 「あんしんメール」にてご連絡し
ます。
・インターネットが利用できない場合は、学校携帯、持込許可済の生徒所持携帯、教員の個人携
帯（非通知発信）のいずれかを用いて「電話連絡」を行います。
災害等が下校前に発生した場合は、非通知拒否設定の解除をお願いします。
ご連絡の際は、「古賀特別支援学校の○○です。」と必ず発信者が先に名乗ります。
・本校の電話回線は各校舎２回線、携帯電話は各校舎１台のみです。
より迅速に各ご家庭と連絡をとることができるよう、学校へのお問合せはお控えください。

　通常通りの下校が難しい場合、学校への迎えを依頼する状況も考えられます。
・児童生徒を確実に保護者に引き渡すことができるよう、迎えに来られる可能性がある方（３名
まで）を、右のQRコードもしくは下のリンクから事前にご登録ください。
　　　　　　　【 https://forms.office.com/r/97XqcW83sK 】
・迎えの際は、身分証明できる物（運転免許証、マイナンバーカード等）と照合させていただき
ます。
また、記録として児童生徒と迎えに来られた方を一緒に撮影します（原則、自宅到着を確認次
第、破棄します）。ご了承ください。
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・児童生徒を引取りに来た保護者や、学校に避難してきた地域住民とともに避難する可能性を検
討する。共に避難することになった場合は、要配慮者への協力や支援を求める。

　【その他の留意点】

・避難後は、警報等の解除を確認した上で、安全な場所で保護者に児童生徒を引き渡すことを基
本とする。

・津波到達予想時刻を過ぎても気を緩めることなく、更なる避難の可能性を念頭に置いて情報収
集を続ける（津波は繰り返し襲来する）。

・避難完了後も、常に周囲の状況を把握することを心掛ける。また、余震に注意する。

(3) 避難計画の報告

校長は、本避難計画を作成、見直しを行った際は、古賀市担当部局を通じて、古賀市長に報告
する。

　避難誘導の方法は以下のとおりとする。

・地震の際のクラスごとの避難経路を教室内に掲示し、日頃から児童生徒にも周知する。

・避難経路の安全を確認した上で避難誘導を行う。

・児童生徒が落ち着いて行動できるよう、教職員が避難経路や行動について、継続的に言葉を掛
ける。

・天候や季節によっては、二次避難の際に防寒具（上着）の持参を検討する。

  【二次避難場所（教室）～三次避難場所まで】

机の下（もしくは「落ちてこない、倒れてこない、移動し
てこない」 場所）

二次避難場所 各教室

・二次避難場所（教室）から三次避難場所までの避難経路の安全確認を担当者が実施する。

・避難中に児童生徒を見失わないよう、避難誘導に当たっては、拡声器やメガホン等を活用し、
先頭と最後尾に避難誘導担当者を配置する。

三次避難場所
各校舎二階
屋内にて安全確保を図る（ハザードマップの想定浸水深に
より、屋内安全確保が可能と判断される） 。

・教職員は、児童生徒がパニックにならないよう、継続的に言葉を掛ける。

・教職員は、クラス隊列から離れないよう、隊列の長さ等を考慮して支援する。

・負傷者がいる場合には、保健室に備えてある簡易担架・布担架で運ぶ。

(2) 避難誘導方法

地震発生後の避難場所は以下のとおりとする。 なお、津波の高さ等の情報に応じて、校長は
直ちに三次避難場所への避難を指示する。

一次避難（初期対応）

◆地震・津波避難計画

(1) 避難場所
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予告有無

火災 ①校内より発災

　　  ②近隣にて発災

管理職不在

電話不通・停電有り

休み時間
予告無し

◆避難訓練の実施

(1) 訓練計画の策定

３学期になるにつれて、「事前予告無し」「休み時間での実施」等、より実践的な訓練となる
よう計画する。その他、以下のような工夫点も盛り込む。

・緊急地震速報チャイム音を活用する他、緊急地震速報が無いまま地震動が発生する場合も想定
する。

・様々な状況に対応することができるよう、避難経路に落下物を配置や、行方不明児童生徒の発
生、消火器・消火栓・担架等の活用、緊急時持ち出し品の持ち出し等を取り入れる。

・引渡し訓練の際には、帰宅時に通学路の点検を児童生徒とともに行うよう保護者に依頼し、
「引渡し訓練振り返りシート（保護者向け）」によりフィードバックを得る。

(2) 家庭と連携した訓練の実施（情報伝達・引渡し訓練）

　家庭と連携した訓練としては、以下の訓練を実施する。

４月中旬
・安心安全メール（一斉メール配信システム）を用いた情報伝達訓練を実施する。※
教職員・保護者のメール受信確認を兼ねる。

年間の避難訓練計画を策定する際には、地震及び火災の訓練については予告の有無、状況設定
等に関して、以下の組み合わせで設定する。その他の訓練として、不審者侵入訓練及び弾道ミサ
イルに関する訓練は予告ありで授業中の設定とする。特に、津波避難（一次避難～二次避難ま
で）に関して、全児童・教職員を対象とした情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練は年１回
必ず実施する。その他の条件については、全てのパターンを年度内に実施することは困難である
ため、複数年度単位で計画する。

【地震（津波）及び火災の訓練】

※授業中に実施する場合は、特別教室・体育館等にて授業中のクラスを設定する。

予告有り

【その他の訓練】

不審者対応（予告あり・授業中）

緊急捜索（予告あり・授業中）

引渡し訓練（R８年度実施に向けて学校安全・災害対策委員会で検討中）

事故や災害 他の条件

避難経路一部使用不可

・引渡し訓練を実施する。
・多くの保護者が参加しやすいように、終業式の日程等に訓練を設定する。
・安心安全メールで引取り依頼の内容を送信する。

４月以降

また、４月の早い段階で発災直後に身を守るための基本動作・避難時の基本動作・避難経路に
ついて各クラスにて訓練を実施することとする。１学期の全体での避難訓練は基本動作を実際に
行い、あらかじめ決められた避難をすることができることを目標として実施する。

地震 ①津波の危険有り

  　　②火災有り
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２月～３月

(3) 地域や関係機関と連携した訓練の実施

　避難所開設や運営への教職員の関わり方については、地域の関係者と確認後、協議する。

また、消防署や警察署等関係機関の担当者に学校主催の訓練に参加依頼し、訓練後に講話・講
評をいただく。

(4) 訓練後の留意点

訓練実施後には、訓練の効果が高めることができるよう、反省事項等についても指導する。な
お、不審者対応訓練については、必要以上に不安にさせることのないよう、適切な対応により身
を守ることができることを事前に伝える。訓練後に不安な気持ちをもつ児童生徒がいた場合に
は、スクールカウンセラー等と連携し、個別対応する。
 
◆教職員研修

・総合防災訓練、振り返り研修会
・心のケア研修会

・地震対応のシナリオシミュレーション
・防災演習（臨機応変の対応を学ぶ）
・地域防災訓練への参加（管理職のみ）

・危機管理マニュアル見直し会（グループディスカッション）

(1) 教職員向け校内研修計画

校長は、各児童生徒指導課長に指示して、毎年度、学校安全に関する教職員の校内研修に関る
計画を策定し、学校安全計画に位置付けて実施する。

校内研修の内容及び実施時期は、下表を目安とし、基礎知識の習得、状況想定型訓練による実
践力向上、マニュアルの想定を超えた事態等に対処するための応用力の獲得まで、段階的に教職
員の能力向上を図るものとし、学校行事や過年度実施研修の状況、外部研修の共有状況等により
適宜調整する。

例

・本マニュアル読み合わせ（全教職員）
※地域のハザードマップ（及びその想定を超える事象が発生する可能性があるこ

と）の確認を含む。
・校内訓練年間計画及び訓練要領の確認（全教職員）
・文部科学省「教職員のための学校安全 e-ラーニング」
※自身が対象となるコース未受講の場合は４月中に必ず受講し、「受講修了証」を学
校安全担当に提出する。
・安全点検研修（定期・臨時・日常点検の視点を学ぶ研修）

(2) 職員会議での話題提供

校長は、教職員の学校安全に対する意識の維持・向上のため、本校の学校安全に関する課題
や、社会的に注目されている災害や事故、事件に関して、職員会議を活用して学校安全の側面か
ら話題提供し、議論する機会を設ける。

４月
上旬

４月中～
　　下旬

・備品・備蓄品等の所在確認及び使い方講習
・校内防災設備の使い方講習

５月
～

８月

９月

１０月
～

１月

・救命救急訓練（消防署職員によるＡＥＤ講習を含む）
・不審者対応訓練（教職員参加型のロールプレイ）
・地震対応の図上演習
・風水害のタイムライン演習（管理職と第三次参集要員のみ）
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文部科学省「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成 31 年 3 月）

（p136～145）安全に関する指導の内容例

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf

(3) 家庭や地域社会と連携した教育

地域に根ざした学びにより児童生徒の自助、共助、公助の力を養うため、家庭や地域、警察や
消防等関係機関と連携した教育を実施する。具体的な方法は以下のとおりである。

学校で行う安全教育に、警察署・消防署等の専門家の指導を活用する。

・交通安全教室

・セーフティ教室（犯罪被害に遭わないための指導）

・消防車の写生会

　本校における安全教育の目標を以下のとおりとする。

この目標に基づき、本校児童生徒が安全に関する資質・能力を確実に育むことができるよう、
自助、共助、公助の視点を取り入れながら、毎年の「学校安全計画」へ位置付ける。

◆安全教育

(1) 安全教育の目標と学校安全計画への位置付け

(3) 校外研修等の活用

校長は、古賀市・福岡県等が開催する学校安全に関する研修に、児童生徒指導課防災安全係の
職員等を積極的に派遣し、当該教職員の資質・能力の向上を図るとともに、関連の最新情報等の
入手に努める。

また、担当教職員が校外研修で得られた情報を確実に校内の全教職員に伝達・共有する機会を
設ける。

安全に行動することの大切さや、「生活安全」「交通安全」「災害安全」に関する様々な危険
の要因や事故等の防止について理解し、日常生活における安全の状況を判断し、進んで安全な行
動ができるようにするとともに、周りの人の安全にも配慮できるようにする。また、簡単な応急
手当ができるようにする。

⚫ 地域で安全を守る人々の業務内容について、調べたり、体験したりする。

・地域の消防団の活動を知る。

・子ども 110 番の家・地域の見回り活動等の地域ボランティア活動を知る。

なお、地域住民や関係機関の協力を得る際には、教育の目的やねらいについて事前説明し、十
分な理解を得る。また、教育実施後には意見・講評等のフィードバックを得る。

生 徒 指 導 主 事 は 、 上 の 校 外 研 修 に 加 え 、 文 部 科 学 省 の 学 校 安 全 ポ ー タ ル サ イ ト
（https://anzenkyouiku.mext.go.jp/）を定期的に確認し、学校安全に関する新たな情報を入
手して、校内に伝達・共有するよう心掛ける。

(2) 生活安全、交通安全、災害安全に関する教育内容

以下の資料に記載された「安全に関する指導の内容例」を参考に、生活安全、交通安全、災害
安全に関する教育内容を検討し、毎年度、「学校安全計画」を作成して、計画的に安全教育を実
施する。その際、安全点検や避難訓練によって明らかになった課題に関する指導を盛り込み、安
全教育を通じて安全に関する児童生徒の資質・能力を育成するよう努める。

35

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf


児童生徒の
学習評価項目

 
生活安全
交通安全
災害安全

・日常生活における事故の現状、原因及び事故の防止についての理解。
・現在及び将来に直面する安全の課題に対する、的確な思考や判断に基
づく意思決定や行動選択。
・日常生活の中に潜む様々な危険予測、自主的な安全のための行動と危
険環境の改善。
・自他の生命を尊重し、安全な社会づくりの重要性の認識、学校や家庭
及び地域社会の安全への積極的な参加や協力。

(4) 安全教育の評価と改善

　安全教育の実施後、以下のような多様な方法や項目により評価を行う。

評価方法

・学習への取組状況の観察や成果物
・児童生徒へのアンケートやグループでの話し合いの結果
・保護者へのアンケート（学校公開時、家庭学習時のフィードバック）
・関係機関・専門家からの講評（安全教室等での講師の方より）

以上の評価結果とともに、児童生徒の状況や事故等に関する客観的数値（事故・ヒヤリハット
発生件数）を合わせて検証した上で次年度の計画を作成し、必要な資源確保を図る。

 

指導計画の
評価項目

・全校的な指導体制の確立。
・教職員間の連携。
・訓練等の適切な日程や時間、実施回数。
・安全管理との連携。
・児童生徒の実態、地域の特性の反映。
・指導の内容や方法の課題。
・指導に必要な教材・教具、資料等の整備。
・保護者や地域諸機関の協力や理解。
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問題発生

【教職員A】

【教職員B】

緊急連絡

【他教職員】

【副校長

   ・教頭】

【事務長・

  事務職員】

【養護教諭】

避難誘導

【他教職員】

連絡・応援

【チーフ】

【事務長・

  事務職員】

【主幹

  教諭等】

【養護教諭】

【不審者係】

【捜索係】

終了報告

【副校長

   ・教頭】

【他教職員】

【副校長

   ・教頭】

・緊急事態と判断し、緊急放送をする（副校長または教頭不在時は主幹教諭が代理）。

・現場に向かい、対応にあたる。

・問題の対応にあたる。他の教職員がいないときは、助けを呼ぶ。

・放送後、事務職員に現場に向かう旨を連絡する。

・職員室または校長室に対策本部を設置、状況を判断して警察、消防、救急に通報す
る。

３　発生時(初動)の危機管理

◆基本の対応について

・インターホンを押し、職員室に連絡する。

・必要な場合は、児童生徒を避難させる。

・現場または対策本部に向かい、連絡・調整・状況集約等、副校長・教頭・事務長の
補佐をする。

・負傷者がいる場合は手当をする。状況により、救急への通報を依頼する。

・放送を聞く。聞き取れなかった場合は確認し合う。

・必要な場合は、児童生徒を避難させる。

・対策本部に状況を報告する（内線または携帯電話）。

・児童生徒の安全を確保した後、携帯を持って職員室に集合する。

・児童生徒の安全を確保した後、応援に向かう。

・問題に対応した教職員の復帰を確認して、対応を解除する。

・対策本部で連絡調整をする。

・負傷者の救護準備をする。必要であれば、現場に向かう。

・警察、消防、救急等の外部機関への連絡、到着後の誘導を行う。

・緊急対応を解除する。緊急対応終了の放送を行う。
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事故発生

【発見者】

緊急連絡

【応援職員】

【養護教諭】

応急手当

【養護教諭】 ・発見者から引き継ぎ、応急手当をする。救急車要請の判断をする。

外部連絡

【養護教諭等】

【主幹教諭等】

【事務職員・応援職員】

【学級担任等】

病院搬送

【学級担任等】

状況調査

【副校長

   ・教頭】

関係機関報告

【校長】

【副校長

   ・教頭】

◆学校内での事故への対応

※必要な場合は、緊急放送をする。

・救急隊の動線を確保するよう、校内放送をする。

・緊急事態と判断し、校長と他の管理職に連絡する。

※副校長・教頭不在時は主幹教諭に連絡。

※インターホンが無い場合や状況に応じて内線電話や携帯電話を使用する。

・県教育委員会等の関係機関に報告する（傷病の程度で判断）。

・緊急度が高い場合、救急車・ＡＥＤを要請する（心肺停止、大量出血等）。

・保護者へ連絡する（事故の状況、傷病の程度、対応、搬送先の病院名等）。

・保護者へ連絡する（現在の状況、対応、搬送先等）。

・救急車（119番）を要請する（現場から携帯電話で）。

・緊急時メモに記録を取る。

・連絡後、現場に行って状況を把握し、対応を判断する。

・必要物を準備し、現場に向かう。

・チーフ等へ連絡する。

・二次的被害に遭わないように、安全を確保する。

・救急車、救急隊を誘導する。

・発生場所、時間、事故の状況、原因、傷病の程度、保護者名、保護者との連絡状況
等を調査し、まとめる。

・必要な場合は応急手当を行う（止血、冷却、計時等）。

・保健室へ連絡する。

・インターホンで管理職へ連絡する。

・他の生徒の安全を確保し、現場の手伝いをする。
【応援職員】

・児童生徒の反応を調べ、応援を呼ぶ。

・救急車に同乗する（保健調査票、携帯電話、記録等を持参）　。

・学校に連絡する（搬送先、状況、保護者への連絡の有無）。
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事故発生

【発見者】

【他教職員】

緊急連絡

【責任者】

【他教職員】

応急手当

外部連絡

【他教職員】

【学級担任等】

病院搬送

【責任者】

【学級担任】

状況調査

【副校長

   ・教頭】

関係機関報告

【校長】

◆校外学習等、校外での事故への対応

※判断が難しければ、学校に連絡して状況を説明し、判断を仰ぐ。

・県教育委員会等の関係機関に報告する（傷病の程度で判断）。

【責任者、

教職員】

【責任者】

・連絡後、他の教職員に他児童生徒の対応等を指示し、現場に向かう。

【他教職員】

※周りに他の教職員がいない場合は、責任者に携帯電話で連絡する。

（氏名、場所、傷病の状況等）

※同行の教職員がいる場合は、責任者への連絡を依頼する。

・他の児童生徒をまとめ、安全に留意して行動する。

※状況に応じて、その場に待機して応援を待つ。

・児童生徒の反応を調べ、応援を呼ぶ。

・必要な場合は応急手当を行う。（止血、冷却、計時等）

（事故の状況、傷病の程度、搬送先の病院名等）

・学校に状況を連絡して、副校長または教頭に以後の指示を仰ぐ。

　※責任者または学級担任は救急車に同乗し、医療機関へ向かう。

・他の児童生徒を集合させ、安全を確保した後、見守りと応援に分かれる。

・携帯電話を使って同行している教職員に連絡する。
・必要な場合は、他の児童生徒を移動、避難させる。

・二次的被害に遭わないように、安全を確保する。

・緊急事態と判断し、学校に連絡する。

・引き継いで、応急手当をする。

・必要であれば、救急車要請の判断をする。

・救急（119番）に通報し、学校に連絡する。

（氏名、性別、年齢、傷病の程度、住所、進入経路等）

・救急車を誘導する。

・保護者へ連絡する。

・学校に状況を報告する。

・保護者に状況を連絡する。

・発生場所、時間、事故の状況、原因、傷病の程度、保護者名、保護者との連絡状況
等を調査し、まとめる。
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不審者発見

【教職員A】

【教職員B】

緊急連絡

【事務職員】

【事務職員】

避難誘導

【他教職員】

連絡・応援

【チーフ】

【他教職員】

【主幹教諭等】

【養護教諭】

終了報告

【副校長

   ・教頭】

【他教職員】

 ○ 基本的な考え方

・問題に対応した教職員の復帰を確認して、チームごとの対応を解除する。

・校内に入れないように、不審者には複数で対応する。

・発見者はすぐに副校長・教頭に連絡する。

・不審者を最初に発見した教職員は言葉掛けをする「どちらにご用ですか？」。

※合い言葉：「集会お願いします。担当は（場所は）〇年〇組です。」

・児童生徒を避難させる。

・対策本部で連絡調整をする（警察、救急への通報等）。

・応接室または会議室の鍵を開ける。

・インターホンから受けた不審者の居場所の連絡をTeamsのチャットに投稿する。

【校長】

※『○チーム〇年〇組は早く集合してください。』←場所が教室やその周辺

　『○○の担当クラスは早く集合してください。』←場所が体育館等、教室以外の場合

【不審者

   対応係】

・チームの状況を把握する。

・インターホンやTeamsのチャットで不審者の居場所や情報等を連絡する。
・応援が必要な場合はTeamsのチャットで、その旨を投稿する。

・不審者の居場所を放送で伝える。

・職員室または校長室に対策本部を設置、状況を判断して警察・救急に通報する。

◆不審者に対する対応

・負傷者がいる場合は手当をする。状況により救急に通報する。

・警察の誘導を行う。

【副校長

   ・教頭】

※『集会の時間になりました。（児童）生徒の皆さんは移動してください。
本日の≪集会場所は○○)≫　←場所が体育館等、教室以外の場合

または≪集会担当は〇学部（チーム）〇年〇組≫　←場所が教室やその周辺

です。もう一度繰り返します。集会の時間になりました。…』

・Teamsで各校舎所属グループに状況を投稿する。

・緊急事態と判断し、放送をする（副校長・教頭不在時は主幹教諭が代理）。

・児童生徒の安全確保を第一とする。

・校長に連絡する。

・児童生徒の安全を確保した後、応援に向かう。

・不審者を会議室もしくは応接室へ誘導する。

【副校長

   ・教頭】

・緊急対応を解除し、今後の対応を指示する。

・県教育委員会等の関係機関に報告する。

・インターホンを押し、管理職に連絡する。

・緊急対応終了の連絡を行う。

【養護教諭】

・必要であれば、現場に向かう。

・安全な場所に児童生徒を避難させ、バリケードを作る。

※状況に応じて臨機応変に対応する。

・負傷者の救護準備を行い、保健室に待機する。

・現場に向かい、不審者を応接室へ誘導する。

【主幹教諭等

 ・事務長】
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不明者発生

【教職員A】

【チームチーフ】

緊急連絡

【他教職員】

【捜索係】

【教職員A】

【副校長

   ・教頭】

捜索体制

【教職員A】

【副校長

   ・教頭】

【生徒指導課長】

【主幹教諭等】

【捜索係】

捜索開始

【捜索係】

【生徒指導主幹教諭

       ・生徒指導課長】

【主幹教諭等】

【学級担任】

終了報告

【生徒指導主幹教諭

       ・生徒指導課長】

【捜索係】

【学年チーフ】

※『緊急捜索です。〇チーム○年〇組の○○さんがいなくなりました。緊急捜索体制
に入ってください。』

・捜索に必要な情報（不明となった状況、不明者の服装、特性等）を確認する。

・校長の指示を受けて、保護者に連絡する。

・捜索係の職員は児童生徒の安全を確保した後、携帯電話・名札を持って直ちに職員
室に集合する。

・担任もしくは授業の担当をしていた職員は直ちに副校長または教頭（不在の場合は
主幹教諭等）に、不明者の氏名や不明になった場所等を報告する。

◆緊急捜索対応　（勤務時間外または放課後に保護者等から不明連絡があった場合の対応は行わない）

・必要な場合は、児童生徒を学年ごとに体育館、プレイルーム、センタールーム、音
楽室等に集め、安全を確保する。

【教職員A】

・学習場所や付近のトイレ、近隣教室等を探す。
・早急にチームチーフに状況を報告する。

・他学級に所在の確認を行う。
・不明継続の場合は、緊急捜索の依頼をする旨を教職員Aに伝える。

・周囲の教職員に職員室へ行くことを伝え、移動する。

・各学年チーフは他の児童生徒の安全を考慮して体制を整える。

・校長室（小中）、職員室（高）に捜索本部を設置する。

・放送をする(副校長・教頭不在時は主幹教諭が代理)。

・不明者を発見・保護したらTeamsのチャットに投稿する。応援が必要な場合はそ
の旨も投稿する。

【副校長

   ・教頭】

・状況に応じて、校内捜索に加わったり、各チームの状況把握に行ったりする。

・速やかに校長または副校長に連絡し、校舎周辺捜索の応援を要請する。

・捜索係の復帰を確認して、チーム毎に体制を解除する。

・副校長、教頭の指示のもと、捜索係に捜索範囲の指示を出す。

・携帯電話を持って、校内と校外のグループに分かれて捜索する。

・発見後、または状況に応じて捜索体制を解除し、捜索体制終了の放送を行う。

【副校長

   ・教頭】

・警察署と本校教職員に、発見及び捜索終了の連絡をする。

・不明になった状況を報告する。

・所轄の警察署に捜索を依頼する。

・不明者の氏名や服装、特性や不明になった時刻、状況を緊急捜索用紙に記入する。

・不明者の個人ファイルや緊急捜索用紙、捜索地図をTeamsのチャットに投稿す
る。
・捜索係が職員室に揃っていることを確認する。

・状況を把握してTeamsのチャットにて指示を出す。

（発見者が帰校後、確保した不明者の状況を確認して担任に引き渡す）

・速やかに校長または副校長に発見した旨を連絡する。

・本部及びチームに帰校を報告する。

41



火災発見

避難通報

【他教職員】

避難誘導

【授業担当者】

【チームチーフ】

【生徒指導課長

・主幹教諭等】

【主幹教諭等】

捜索・消火

【養護教諭】

【副校長

　・教頭】

【捜索係】

【各係】

終了報告

【校長】

・副校長・教頭に避難状況を報告し、補佐をする。

・小中学部または高等部へ避難状況を連絡する。

・受け持ちの児童生徒の安全を確保した後、対策本部に集合する。

・校長または副校長に連絡し、状況説明や応援要請の連絡をする。

・避難場所にて指示を出す。

【副校長・

教頭・主幹

教諭等】

・消防署へ通報する。

・不明者がいるときは、緊急捜索係に捜索の指示を出す。

【副校長

　・教頭】

・現場の状況を確認する。

【副校長

　・教頭】

・受け持ちの児童生徒の安全を確保した後、係はそれぞれの役割に従って活動する
（消火、搬出、緊急車両誘導 等）。

【事務職員】

【教職員A】

・安全に、児童生徒を避難させる。

・安心安全メールを保護者に配信する。
『本日△△：□□に小中学部（高等部）校舎の○○にて火災が発生しました。（児
童）生徒は○○へ避難しています。今後の状況・対応については追ってお知らせいた
します。』

・避難場所を決めて、緊急放送をする（不在の場合は主幹教諭）。

・生徒の負傷の有無、校舎の被害状況等の情報を収集する。

・負傷者がいる場合は手当をする。状況により救急に通報する。

・被害状況を調査し、施設の安全点検の指示を出す。

・安心安全メールを保護者に配信する。

・放送後、拡声器、記録用紙等を持って避難場所に向かい、対応にあたる。

・今後の対応を全職員に指示する。（児童生徒を無事に下校させる）

・学校再開の検討と臨時休業等の措置を行う。

・県教育委員会等の関係機関に報告する。

・小中学部または高等部へ終了の連絡をする。

◆火災への対応

※『○○(場所)で火災が発生しました。（児童）生徒のみなさんは、先生の指示に
従って○○(避難場所)へ避難してください。』

・近くの火災報知器を鳴らす。電話や非常用ボタンで火元を副校長または教頭に知ら
せる。

・大声で近くにいる教職員や児童生徒に知らせる。

・被害状況により対策本部を設置する。

・放送を聞く。聞き取れなかった場合は確認し合う。

【副校長

　・教頭】

・人員確認を行い、チーフに報告する。

・児童生徒指導課長または主幹教諭に避難状況を報告する。

・放送が聞こえない場所（校門周辺、養訓の森 等）の児童生徒の所在を確認する。
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地震発生

【授業担当者】

避難通報

避難誘導

【授業担当者】

【チームチーフ】

【児童生徒指導課長

・主幹教諭等】

捜索開始

【副校長・教頭】

【養護教諭】

【事務職員】

【捜索係】

【各係】

終了報告

【副校長 ・教頭】

【主幹教諭等】

【副校長
 ・教頭】

●　津波発生の場合は、校内の２階へ避難
●　津波が発生しない場合は、教室へ避難、待機

【副校長 ・

教頭・主幹

教諭等】

・放送後、避難場所に行って指示を出す。

・被害状況に応じて、対策本部を設置する。
【他教職員】

※放送機器が使用できない場合もあるため、揺れがおさまったら、生徒の安全を確認
し、近くの教職員と連絡を取り合う。

※避難誘導が難しい場合は、教職員間で声を掛け合い、協力する。

・児童生徒に机等の下に身を隠すように指示する。

・津波発生の有無に応じて、避難場所、避難経路を決定する。

・それぞれのケースによる注意報、警報に応じて避難指示を出す。

※放送機器が使用できない場合は、防災放送やハンドマイクを使い、全校に避難を指
示する。

・児童生徒の負傷の有無、校舎の被害状況、地域の状況等の情報を収集する。【副校長

  ・教頭】

・火気使用中の場合は、身の安全を確認した上で、消火する。

・ドアや窓を開けて、避難の際の出口を１か所以上確保する。

・被害状況を調査後にまとめ、危険性がなければ施設の安全点検の指示を出す。

・放送を聞く。聞き取れなかった場合は確認し合う。

・安全に、児童生徒を避難させる（エレベーターは使用しない）。

・緊急地震速報を受信後すぐに、机の下に身を隠すよう、校内放送をする。

・人員確認を行い、チームチーフに報告する。

・児童生徒の不安や体調不良等に対するサポートを行う。

・小中学部または高等部へ避難状況を連絡する（Eチームの状況も含む）。

・安心安全メールにて保護者へ状況を連絡する。

 津波発生の場合、繰り返し来襲するため、津波警報・注意報の解除まで注意を要する。

災害による児童生徒の心身の状態や被害状況を十分に考慮して、捜索を検討・実施する。

・テレビやインターネット、市の防災情報等から津波に関する情報を収集する。

◆地震・津波への対応

・今後の対応を全職員に指示し、学校再開の検討と臨時休業等の措置を行う。

・県教育委員会等の関係機関に報告する。
【校長】

・負傷者がいる場合は手当をする。状況により救急に通報する。

・不明者がいる場合は、校長からの指示により緊急捜索体制に入る。　

※「地震が発生しました（します）。机の下に隠れてください。先生方は児童生徒の
安全を確保してください。』

※身を守る物が無い場所では、身の周りの教科書やカバン等で頭を覆い、できるだけ
低い姿勢をとらせる。
※児童生徒がパニック状態の場合は、教職員が付いて対応する。

・受け持ちの児童生徒の安全を確保した後、係はそれぞれの役割に向かう（学校施
設・設備の安全点検、消火、搬出、緊急車両誘導等）。

・安心安全メールにて保護者へ状況を連絡する。

・関係機関へ連絡する（消防署、警察等）。

・受け持ちの児童生徒の安全を確保した後、対策本部に集合する。

・近くの教職員と安全を確認し合う。

・児童生徒指導課長または主幹教諭等に避難状況を報告する。

・避難場所で、副校長または教頭に避難状況を報告する。
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情報収集

【副校長
 ・教頭】

【主幹教諭等】

対応の決定

【主幹

  教諭等】

【副校長

  ・教頭】

校長

連　絡

【主幹教諭等】

【生徒指導

主幹・バス

担当者】

災害発生後の対応

【学部主事・

チームチーフ】

【主幹教諭等】

【副校長・教頭】

【生徒指導主幹】

 職員在勤外で風雪・水害による被害が予想される場合

・休校、下校時間を早めた場合の学校行事等への影響を、学部主事や栄養教諭に確認
する。対応が必要なことについては、担当者と連絡を取り合う。

・通学バスについては、生徒指導主幹から通学指導係へ連絡する。その後、事務長と
確認の上、生徒指導主幹と通学指導係で、全てのバス会社に確実に連絡する。※各社
の休日の連絡先を事前に把握しておく。

・教職員、児童生徒の安否及び被害状況を出校時に確認する(被害の状況によっては
翌日以降になることもある)。

注１)悪天候等の緊急対応による臨時休校、登下校時間の変更は必ずホームページにアップする
こと。
注２)学校電話回線に制限があるため、家庭から学校への連絡手段として安心安全メールの欠席
遅刻届を活用することを、事前に保護者に連絡して周知を図っておくこと。
注３）休校後の学校再開に際し、給食の予定変更がある場合は安心安全メールで給食の変更内容
を配信する（本人の特性上、喫食できない献立の日に弁当を持参する児童生徒がいるため）。

・被害状況をまとめ、副校長または教頭へ報告する。

・収集した情報を校長に報告する。

・報告をもとに対応を決定する。

・被害状況を関係諸機関へ報告する。

・副校長または教頭を補佐し、情報を収集する。

・県教育委員会等の関係機関に報告する。

・給食の中止等について栄養教諭に連絡する。

学校日であれば、安心安全メールと併せて学部主事→チームチーフへ伝達する。

・翌日～翌々日(週末については翌月曜・火曜)の悪天候(大雨・大雪・台風等)が予想される場合
は、前々日午後もしくは前日午前中にその時点での情報をもとに、臨時休校及び下校時間変更等
について検討する。前日12時には決定する。
・対策本部は校長室とする。
・安心安全メールは、管理職の私用端末からログインできるようにする。
・休日、夜間等の場合は、各所からSNS等で連絡を取り合い、必要であれば集合する。

・保護者、放課後デイサービス事業所へ、安心安全メールとホームページで連絡す
る。安心安全メールに未登録の保護者には、クラス担任等より連絡を入れるように指
示する。学校日であれば、同様の文書を作成し、児童生徒に配布する(未登録保護者
の名簿一覧を作成し、データの保存場所を共有しておく)。

・学校再開に向けて、バス運行路線の被害についてバス会社へ確認する。

・休校、時間変更が決定した場合、職員に連絡する。

【副校長

  ・教頭】

・天気予報、雨量、積雪、雨雲、気温、土砂災害、台風の場合は予想進路等につい
て、警報等の発令も含めて情報を収集する。

◆悪天候時の緊急対応について（風雪、水害への対応）

45



落雷への対応

【教職員A】

竜巻への対応

【教職員A】

・可能であれば、より頑丈な建物、また建物の最下階に移動する。可能であれば窓の
無い部屋の壁に近い所で避難姿勢をとるよう促す。

「真っ黒い雲が近づいてきた」「雷の音が聞こえてきた」「急に冷たい風が吹いてき
た」等の変化は、積乱雲が近付いている兆しである。

・雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりした場合は速やかに屋内避難する（雷鳴が遠く
ても雷雲はすぐ近付く。また、雨が降っていなくても落雷はある。）

・雷鳴が止んでから20分程度は落雷の危険があることから、安全な場所での待機を
指示する。

・一つの雷雲が去った後に次の雷雲が近付く場合もあるため、新しい雷雲の接近に常
に注意する。

・屋外にいる時は、校舎など頑丈な建物に避難する。物置やプレハブ（仮設建築物）
等には避難しない。

◆落雷・竜巻発生時の対応

【避難場所等に関する留意点】
・建物の中、自動車、バス、列車の中等への素早い避難が求められる。
・軒先や外壁は雷の通り道になること等に注意する。
・雷は高い場所に落ちやすい。立ち木に落ちた場合に被害を受けないよう、立ち木か
ら離れたところに避難する。
・近くに避難する場所がない場合は、しゃがみこむ等して、できるだけ姿勢を低くす
る。通り道になること等に注意する。

・屋内にいるときは、児童生徒等を教室に集め、教室の窓やカーテンを閉めた上で窓
からできるだけ離れ、身の回りの物で頭と首を守るよう促す。

・その後は、気象情報等で安全を確認の 上、活動を再開を判断する。
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情報収集

【副校長

 ・教頭】

 【主幹教諭等】

連　絡

避難誘導

 【担任】

 【チーフ】

 【学部主事】

 【養護教諭】

報　告

 【養護教諭】

関係機関報告

【校長】

・目や喉の痛み等、症状の有無を確認し、被害状況をチームチーフに連絡する。

・児童生徒の症状の手当てをするとともに、手当てをした児童生徒の状況を取りまと
める。

・チームチーフからの被害状況報告をまとめて、副校長・教頭に連絡する。

◆光化学オキシダント及び微粒子状物質（ＰＭ2.5）への対応

・防災メール（まもるくん）や防災無線、電話連絡（古賀市環境課）等による注意報
発令を確認する。

・副校長・教頭を補佐し、情報を収集する。

・校長に連絡する。

・児童生徒の被害状況をまとめ、校長に報告する。

・学級担任へ保護者への連絡を指示する。　

光化学オキシダント及び微小粒子物質（ＰＭ2.5）の発生

【副校長

 ・教頭】

【副校長

 ・教頭】

・チームにおける児童生徒の被害状況を確認し、学部主事及び養護教諭に連絡する。

・手当てをした児童生徒の状況の取りまとめを副校長・教頭に報告する。

 ・県教育委員会や古賀市環境課等の関係機関に報告する。

・緊急放送で校内や運動場に「光化学オキシダント注意報」及び「ＰＭ2.5に関する
注意喚起」が発令されたことを伝える。

・屋外活動(含授業)を中止し、屋内に児童生徒を非難させたり、教室等の窓を閉めた
りする。
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A B C

弾道ミサイル発射情報・避難の呼びかけ

D

領土・領海
外に落下

日本の上空
を通過

領土・領海
に落下
(Ｄを除く)

福岡県域に落下

◆Ｊアラートによるミサイル発射情報が発信された場合の対応

校外活動時

状　況
パターン

【副校長

  ・教頭】

在校時

①職員は校舎内・体育館への避難や
建物内では窓から離れる等、児童生
徒を速やかに避難誘導する。
②職員は避難誘導後、避難終了や避
難場所等の状況を副校長・教頭へ連
絡する。
③Ａ～Ｃの確認が取れた場合は、原
則として教育活動を再開する。

①児童生徒の安全を確保する。
②引き続き情報収集に努める。
③状況に応じて児童生徒を学校で
保護するとともに、安否状況を保
護者に連絡する。
④必要に応じて警察署や消防署に
連絡し、救助を求める。

児童生徒が必要以上に不安を感じることがないように、十分配慮しながら実態に応じた安全な
指導を行う。

●学校に登校済、または未下校の
児童生徒については、在校時に準
じた対応を行う。

登下校時

【詳細】国民保護ポータルサイト（http://www.kokuminhogo.go.jp/）参照

【副校長または教頭】

登校前
自宅待機する。建物内では窓から離
れる（可能であれば窓のない部屋に
移動する）。

①職員は、児童生徒を建物内や地下
等へ速やかに避難誘導する（建物が
ない場合は、安全な場所に誘導し、
身を隠すか、地面に伏せて頭部を守
るように促す）。
②職員は避難誘導後、避難終了や避
難場所、児童生徒の様子等の状況を
副校長・教頭へ連絡する。また、情
報収集に努める。
③職員は安全確認後、校外活動の再
開・継続について、副校長・教頭の
指示を仰ぐ。

①児童生徒を安全な場所で保護す
る。
②引率教員は学校に現状報告を行
うとともに、引き続き情報収集に
努める。
③安否状況を保護者に連絡する。
④必要に応じて警察署や消防署に
連絡し、救助を求める。

発射情報が発信

①職員は学校に登校した、または下
校していない児童生徒を校舎内・体
育館等へ速やかに避難誘導する。
②職員は避難誘導後、避難終了や避
難場所等の状況を副校長・教頭へ連
絡する。
③Ａ～Ｃの確認が取れた場合は、原
則として登下校を再開する。

直ちに避難の呼び掛け落下場所

等の

情報提供

ミサイル通過

の情報提供

直ちに

避難の

呼び掛け
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自主通学

【主幹
 教諭等】

【学部
    主事】

【副校長  ・教頭】

通学バス利用

【主幹教諭等】

【通学指導係】

【生徒指導主幹】

【主幹教諭等】

【副校長
 ・教頭】

職員への対応

【出勤前の職員】

【副校長・教頭】

【主幹
 教諭等】

・待機状況を把握し、緊急時の職員派遣体制を整える。

・安心安全メールを確認後、通学バス乗車前であれば、児童生徒とともに各家庭で安
全な措置をとる。
・児童生徒が通学バスに乗車中の場合は、安心安全メールで該当の通学バスの避難

場所を確認し、迎えに行く。

・出勤している教職員を体育館に招集して、チーム等ごとに教職員の安否を確認する
よう指示し、集約して副校長・教頭に報告する。

・学校携帯に「安否の確認」「待機場所」についてのショートメールを入れる。

・安心安全メールで、出勤前の職員に対して安全を確保しつつ、できる限り家庭で待
機するように伝える。

・情報を整理し、安否確認ができない生徒への対応を検討する。

【主幹
 教諭等】

・家から学校まで自主通学する生徒の保護者に、各家庭で安全な措置を取るように依
頼する安心安全メールを配信する。

・自主通学の生徒の担任に、生徒本人や保護者と連絡を取り、安否を確認するよう指
示を出す。学部主事はそれらを集約して副校長・教頭に報告する。

・各通学バスが避難している駐車場所について保護者に安心安全メールで配信し、迎
えを依頼する。

【通学指導係】

【保護者】

・通学バスの状況を集約して副校長及び教頭に報告する。

・通学バスと連絡を取り、「安全確保の状況」「児童生徒の安全確認」「保護者の引
取りの状況」を15分ごとに児童生徒指導主幹に報告する。

・通学バスの状況や災害の情報等を整理し、必要な対応を検討する。

・保護者に安心安全メールを配信して、通学バスの運行を停止すること、安全が確保
できる場所に一時避難することを伝える。

その際、家庭から通学バスの携帯電話には連絡しないように通知する(学校と通学
バスとの連絡が途絶えないようにするため)。

・通学バスと連絡を取って、避難している駐車場所を確認し、副校長・教頭に報告す
る。

◆通学時間帯に大規模自然災害が発生した場合の対応

≪下校時のみ≫
・通学バスからの人員要請があった場合は、安全を確保した上で、児童生徒の引渡し
を目的とした職員派遣体制を整える。
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発生時間帯

登校前

在校中

下校中

※校区内とは小中学部児童生徒居住区内とする。

在校中

自宅待機

・被災児童生徒の居場
所へ急行（学級担任）
・ （ 未 通 報 の 場 合 ）
110 番通報等
・通学路の巡回

教職員

自宅、学校、付近の「子ども110
番の家」や商店（以下「最寄り避
難先」とする。）のうち、最も近
いところへ避難。学校に残る（ま
たは避難した）児童生徒は学校待
機→保護者引渡し。

通学路上で児童生徒が
襲われた
※金品を奪われた、襲
われてケガをした等

登下校中

ケース 児童生徒

(1) 第一報による対応の判断

校長は、登下校中の児童生徒への危害行為や、学校近隣における不審者の発生等、児童生徒の
犯罪被害につながる可能性のある事案の発生に関する情報を得た場合、その概要を把握するとと
もに、緊急対応の必要の有無を判断する。

(2) ケース別の児童生徒・教職員の対応

校長は、上述により緊急対応が必要と判断した場合、以下の対応を基本として、教職員に必要
な対応を指示する。なお、全てのケースにおいて保護者に対し、安心安全メールを通じて速やか
に情報提供・注意喚起・引取り依頼等を行う。また、登下校中の時間帯に発生した場合は、各市
町の担当部局に依頼して、防災行政無線を用いた児童生徒への連絡を行う。

◆近隣で犯罪被害につながる事案が発生した場合の対応

・学校にて待機、対応
・必要に応じて通学路
の巡回

・必要に応じて通学路
の巡回通学バス　迎えの連絡

学校待機→保護者引渡し。

・学校にて待機、対応
・必要に応じて通学路
の巡回

校区内に加害行為のお
それが高い不審者等が
いる
※校区内で、刃物等の
凶器を所持した不審者
が発生し、身柄確保が
できていない場合等

登下校中

自宅、学校、最寄り避難先のうち
最も近いところへ避難。
学校に残る（または避難した）児
童 生 徒は 学校 待機 →保 護者 引渡
し。

・教職員の安全確保を
優先しつつ、可能な場
合は複数体制をとって
通学路の巡回

校区内にその他の不審
者等がいる
※校区内で、不審者に
よる声掛け事案等が発
生した直後等

登校前 保護者による送り

通学バス　迎えの連絡

　　※緊急対応が必要な事態（例）：以下のような状況が継続している場合
　　　・凶器を持った不審者が通学路の近くをうろついている。
　　　・登下校中の児童生徒が不審者に襲われケガをした。
　　　・不審者が登下校中の児童生徒に声を掛け連れ去ろうとした。
　　　・登下校中の児童生徒が金品を奪われた。
　　　・校区内や周辺で凶悪な犯罪が発生し、解決（犯人確保）されていない。
　　　・その他、学校近隣において児童生徒が犯罪被害を受ける可能性がある。
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(3) 関係機関等との連携

校長は、学校近隣において児童生徒の犯罪被害につながる可能性のある事案の発生に関する情
報を得た場合、担当教職員に指示して、速やかに関係機関へ連絡し、情報共有を図った後、必要
に応じて安全を維持するための協力を依頼する。

関係機関等

教育委員会

警察

保護者

地域ボランティア等
・発生事案及び学校の対応状況等に関する連絡
・登下校中の見守り、通学路パトロールの要請

各関係機関等との連絡・協力依頼

情報共有・協力依頼（必要に応じて）の内容

・発生事案及び学校の対応状況等に関する報告・支援要請
・近隣学校等における類似事案等の情報提供依頼

・地域パトロール等の要請
・（未通報の場合）110 番通報

・発生事案及び学校の対応状況等に関する連絡
・引渡し等への対応依頼
・登下校中の見守り依頼
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◆学校に犯罪予告・不審物等があった場合の対応フロー

登校前

相手の特徴
・性別
・年齢（子ども、成年、老年等）
・声の特徴（高さ・質、方言の有無
等）
・周囲の環境音（電車走行音、駅等
のアナウンス音等）

自宅待機

※教職員による捜索・点検等は実施しない

校内での不審物発見

警察（１１０番）通報

不審電話の入電

●絶対に不審物に触らない。
・付近の児童生徒に遠ざかるよう
指示。
・応援を求め、校長への報告を依
頼。

・ 気付かれないよう注意しつつ、周
辺の教職員に合図で知らせ、電話機
のレコード機能を入れる。
・ 電話対応者、周辺教職員のそれぞ
れが必ずメモを取る。
・ 落ち着いて、以下の事項をできる
限り詳しく聴き取る。

爆発物等について
・場所、爆破のタイミング
・形状、大きさ等
・仕掛けた理由、要求（動機等）

校長（不在の場合は代行者）へ報告

児童生徒
登下校中の児童生徒は帰宅。
学校にいる児童生徒は、避難場所
へ集合し迎えを待つ。

避難場所へ
集合

避難場所へ集合→通学路の巡回

児童生徒や教職員等に、以下の対応を指示するか校長が判断する。
※速やかに保護者に「安心安全メール」で連絡

周辺立入
禁止措置等

福岡県教育委員会に一報

登下校時

教職員

在校中

避難場所へ集合

避難場所へ集合
→通学路の巡回

電話対応
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怪我をしないように、児童生徒の周囲の危険物を取り除く。

　　　図１　ハイムリック法　　　　　　図２　背部叩打法

●出血・・・・・

安静にして、嘔吐してもいいように体を横向きにする。●頭部打撲・・・

涼しい場所に避難させ、衣服を脱がし、体を冷やす。うちわや扇風機で
風を当てる。水分と塩分を補給する。

●熱中症・・・・

意識がある場合は、ハイムリック法（図１）、背部叩打法（図２）を行
う。意識が無い場合は、ただちに救急車を要請、救急救命を行う。

嘔吐がある場合は、嘔吐物が喉に詰まらないように、児童生徒の顔を横
に向ける。

●気道異物・・・

意識の有無、全身性か身体の一部のけいれんか、目の状態や顔色、持続
時間、発作後の状態（入眠、麻痺、頭痛等）等

●けいれん発作・・

個人により対応が変わるが、５分以上してけいれんが止まらないときは
救急車を要請する。

出血が多い場合は、清潔なタオルを当てて押さえる。ガラス等が刺さっ
ている時は、刺さっている物を抜かないでおく。

流水等で冷やす。服の上からやけどした場合は、服を脱がさずにそのま
ま患部を冷やす。

●やけど・・・・

◆応急処置について

けが、溺水、窒息等がある場合は、直ちに救急車を要請する。

　　　

後で医師に報告できるように、発作の様子を以下を参考に確認する。

医師から指示されている場合は、けいれん止めの座薬を使用する。

基本：あわてない！落ち着いて、素早く！
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発見

【応援職員】

【管理職】

児童生徒

発見者が行うこと「観察」

 □児童生徒から離れず観察する。
 □大声で助けを呼び、人を集める。
 □緊急性が高いアレルギー症状の有無を５分以内に判断する（※）。
 □管理職が到着するまでリーダー（管理職）を代行する。

緊急性が高いアレルギー症状はあるか？
（５分以内に判断）

緊急性が高いアレルギー症状

【担任及び

養護教諭】

　【消化器の症状】
□持続する強い（がま
んできない）お腹の痛
み
□繰り返し吐き続ける

食物アレルギー緊急時対応（アレルギー症状への対応の手順）

症状がある

① ただちにエピペンを使用する

② 救急車を要請する（１１９番通報）

③ その場で安静にする（立たせたり、歩かせたりし

ない）

④ その場で救急隊を待つ

⑤ 可能なら内服薬を飲ませる

◆エピペンを使用し、10～15分後に症状の改善が見

られない場合は、次のエペピンを使用する （２本

以上ある場合）

◆反応、呼吸が無ければ心肺蘇生を行う

症状がない

　

　

　　　　　　【全身症状】
□ぐったり
□意識もうろう
□尿や便を漏らす
□脈が触れにくい、または不規則
□唇や爪が青白い

　　　【呼吸器の症状】

□のどや胸が締め付けられる

□声がかすれる

□犬が吠えるような咳

□息がしにくい

□持続する強い咳き込み

□ゼーゼーする呼吸

（ぜん息発作と区別できない場合を含

む）

・現場に到着次第リーダーとなり、それぞれの役割の確認及び指示をする。

２　緊急性の判断と対応（※）

・養護教諭や管理職、チーフ等に連絡する。

・内服薬とエピペンを携帯して現場に駆けつけ、対応に当たる。

・病院に連絡する。救急車を要請する。保護者へ連絡する。

◆食物アレルギーへの対応

１　アレルギー症状のある児童生徒の発見

原因物質に触れた

（可能性を含む）

原因物質を食べた

（可能性を含む）

アレルギー症状がある

（食物の関与が疑われる）

内服薬を飲ませる

保健室または

安静にできる場所に移動する

５分ごとに症状を観察し、チェック

シートに従い症状を判断し、対応する

緊急性の高いアレルギー症状の出現に

は特に注意する
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インフルエンザ等の感染症

・出席停止期間（インフルエンザ）は、発症日を０日と数え、「５日を経過し、かつ解熱した後
２日を経過するまで」とする。

・教室の換気を定期的に行う。

・嘔吐物、排泄物に触らないように、児童生徒を別の場所に移動させる。

・校内で発熱した場合は家庭に連絡し、原則３７．５度以上で通学バスには乗車させず、迎えを
依頼する（発熱が無い場合であっても、児童生徒の状況に応じて同様の対処もありえる）。

・家庭からインフルエンザ等の連絡があったら、発症日、受診日、休養期間等について確認す
る。

・感染拡大を防ぐために、手洗い・うがいの励行、マスクの着用を促す。

⚫ 嘔吐・下痢

・嘔吐した場合、窓を開けて換気する。

・各チームの嘔吐処理セットで吐物・排泄物を処理する。

①手袋・マスクをつけて外から内に向かって拭い取る。

②拭き取ったペーパーや布はポリ袋に入れて密封する。

③塩素系の消毒液で拭き取る。

④手袋もポリ袋に入れて処分し、入念に手洗いする。

※感染症罹患者が急増し、感染拡大が懸念される場合、臨時休業（学級閉鎖、学年閉鎖、学部閉
鎖等）の措置について検討する（学校医の指示を受ける）。

◆ 感染症への対応

　　

・給食の際、食器等に嘔吐物がついた場合は、そのまま返却したり、食缶に戻したりせず保健室
に連絡し、処置する。

55



　

　　

　

　

　　

　

　

　　

　

　　

　

　

学校（連絡を受けた教職員）

TEL 092-410-5655

児童生徒の欠席者
が多数

↓
欠席理由の把握

（担任）

◆食中毒発生時の学校における対応

学校医　堤　康 先生

学校薬剤師　渡辺　祟 先生

粕屋保健福祉事務所

医療機関からの連絡
↓

欠席状況の把握
（養護教諭）

嘔吐や下痢症状の発生

↓

状況・人数の把握

（担任）

保護者

始業時 登校時 給食終了後

調理従事者に感染性

胃腸炎等が疑われる

状況が発生

↓

状況・理由の把握
（栄養教諭・調理員責任者）

　  〈保健主事・栄養教諭〉
□諸帳簿の確認と保存食の提出
□必要な書類、諸帳簿の提出準備
□給食室、配膳室の現状保存
□学校給食の中止や献立の変更等
□原因究明に向けての協力体制

「いつ」「だれが」「何を」「ど
うした」等の経過を時系列で記録

TEL 092-941-1701

TEL 092-939-1744

FAX 092-939-1186

　  〈校長・副校長・教頭〉
職員招集・緊急会議
□欠席者の把握
（学級→チーム→学校全体）
□出席者の健康確認
□教職員の健康確認
□職員の役割分担の確認
□当日の学校運営の措置
□「学校における食中毒発生状況
報告」の作成（学校給食生成管理基

準別紙4-1）

※学校給食中止等の決定判断が必要

     〈担任〉
   欠席者の把握
□欠席状況
□医療機関での受診の
有無
 　出席者の健康
　　状態の把握
□出席者の様子
□異常の訴え
□早退者の状況

福岡県教育委員会

体育スポーツ健康課

（保健給食係）

TEL 092-643-3922

FAX 092-643-3926

報道対応の窓口は一本化

〈保健主事・養護教諭〉

□全校の児童生徒の欠席状況

□同様の症状による欠席者の有

無

□複数の学級での発生の有無

□学校給食以外の共通食の有無

□兄弟（姉妹）関係の発症の有

無を確認

※校長の指示により、学校保健

委員会の開催

（聴き取る内容）

①名前 ②症状の内容

③発症時刻

④医療機関受診の有無

⑤医者の所見
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★県教育委員会への第一報（電話及びFAX)

①　学校名・校長名　　　　

②　発症日時・場所

③　発症者数・学年・学級　　

④　在籍者数

⑤　症状

⑥　発生前２週間分の献立内容（使用食品がわかるもの）　FAX

⑦　保健所への届け出の有無

★作成、備えておくべき関係書類

①　学校における感染症・食中毒発生状況報告書

②　献立表（使用食品を記載したもの）２週間分

③　学年ごとの児童生徒数と教職員の患者数の状況（毎日）

④　調理作業工程表（発生前２週間分）

⑤　作業動線図（発生前２週間分）

⑥　温度記録簿

⑦　給食用物資検収票

⑧　検食簿

⑨　学校給食従事者の検便検査結果

⑩　学校給食従事者の個人毎の健康記録簿

⑪　学校給食日常点検票（発生前２週間分）

⑫　発生の経過を時系列にまとめたもの

⑬　保健所の指示事項　　

⑭　学校医等の指示事項

⑮　調理場の平面図　　　

⑯　保存食記録簿

⑰　児童生徒教職員の給食時間前健康状態等点検票
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＜異物分類表･･･詳しくは次頁参照＞

緊急対応

事後対応

　※必ず連絡する

①原因調査　混入のﾀｲﾐﾝｸﾞ A:納入食材、B:調理中、

C:配食時、D:喫食時

（納入業者・調理業者・給食当番・教室・本人 ）

②該当学級への説明・該当児童生徒への家庭連絡（担

任）

③保護者宛の文書配付（教頭）

④詳細を教育委員会・PTA会長へ報告【第２報】

①取り除いて食べる
または新しい料理と交換
②栄養教諭は給食室・納入業者に
確認、指導する
③保健主事は給食委員会にて対応
を確認する
④担任は保護者に混入の発生と対
応を説明する

①児童生徒の安全確認
②混入していた料理の喫食停止・異物の保管
（※食器に料理が入ったままの状態で）
③発見時の状況確認

栄養教諭　　　　　　　　管理職　　　　　　　　担任
（不在時：保健主事・調理主任）　　　　　　　またはチームの保健給食担当

①【校内放送】混入があった料理の喫食中止
②児童生徒の安全・喫食状況確認、把握
（ 担任→ﾁｰﾑ給食担当→保健主事→教頭・副校
長・校長 ）
③異物を喫食した場合は、養護教諭・保護者に
連絡
（必要に応じて学校医に連絡、病院受診）

◆学校給食における異物混入時の対応

生
徒

児
童 担

任異物混入

発見

応援職員

①異物の保管・原因の究明

(種類・形状・数量・異臭等)

②給食室の状況確認

(機器・機材の点検や食材・包

装の状況等)

①情報の把握・整理

②以下の分類表により

給食停止等の判断

③今後の対応を指示

①発見状況の報告

②その他の状況確認

(学級内での他の異物混

入の有無、周辺学級の

状況等)

分類Ⅰ(生命への影響大)

金属片やガラス等

人体に危険と思われる異物

分類Ⅱ(健康への影響大)

衛生害虫や食材の腐敗等の異

味・異臭（健康への影響大と思

われる異物）

分類Ⅲ(健康への影響小)

骨や野菜の虫、食物の皮、

ﾋﾞﾆｰﾙ片や毛髪等（健康への

影響小と思われる異物）

〈異物が多量の場合〉
・取り除けない量である
・複数学級で混入 等

明らかに給食当番や

食べている際に混入

したと考えられる場合
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◇異常な変色や異味・異臭等

◇針金、金属片、ガラス片、鋭利なプラスチック類、薬物、薬品類等

◇ゴキブリ、ネズミの糞、クモ等

分類Ⅰ：金属やガラス等、人体に危険と思われる異物

分類Ⅲ：骨や野菜の虫、毛髪、食材の包装材料の切れ端と思われる異物

分類Ⅱ：衛生害虫と思われる異物や食材の腐敗等による異味・異臭

※喫食することにより、生命に深刻な影響を与える異物

ゴキブリ ネズミの糞 　クモ 食材の腐敗

※喫食することにより、健康への影響が大きいと思われる異物

【異物分類表】主な異物の種類と分類

※異物自体は不快であり衛生的ではないが、健康への影響が少ないと思われる異物

◇骨、野菜に付着している虫、食品の皮・殻、衣類の繊維、毛髪、ビニール片、スポンジ片等

◇時期や地域によって大量に発生する虫（例：クロバネキノコバエ、ユスリカ等）

野菜等に付着している虫　　　　 毛髪　　　　　　　　ビニール片　　　     　スポンジ片
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・早食いは危険であることを指導する。

・食べ物は食べやすい大きさにして、よく噛んで食べるよう指導する。

・給食の際は、学級担任等が注意深く児童生徒の様子を観察する。

　　①　背部叩打（こうだ）法　　　　　　　　　　　②　腹部突き上げ法

３　発生時対応の留意点

すぐに他の教職員を呼び、119番通報する。救急隊が到着するまでの間は、詰まった物を除
去。反応がない場合は、胸骨圧迫による心肺蘇生法を行う。分からない場合は通信員に聞いて指
示に従う。

パンの早食いや、白玉団子やプラム、ウズラの卵を咀嚼せず誤って飲み込んだことによる児童
生徒の窒息事故が発生。特に、水分が少ないものや、思いがけず飲み込む可能性がある丸い形状
のものは、咽頭部に詰まる危険性が高いため十分な注意が必要。

２　未然防止のポイント

・咀嚼及び嚥下の能力には個人差があるため、個別の対応が必要な児童生徒については、全教職
員の間で共通理解を図る。

・特別な支援を要する児童生徒については、食事中に必ず教職員が付き添い、目を離さない。

◆窒息への対処方法

１　過去における窒息事故の要因

うつぶせにした児童生徒のみぞおちを

太ももで圧迫するように膝を立てる。

児童生徒の頭部を低くして、背中の真

ん中を平手で何度も連続して叩く。

腹部臓器を傷付けないよう、力を加減

する。

後ろから両腕を回し、児童生徒の

みぞおちの下で片方の手を握り、腹

部を上方へ圧迫する。

高度肥満の児童生徒には実施しな

い。

腹部突き上げ法により内臓を損傷

している可能性があるため、救急隊

に伝える。
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学級担任
保護者連絡先 （電話、メール）へ
の連絡

通学路をたどる（沿道の店舗や民
家、子ども110番の家等も確認）

引率教職員 名簿を用いる

学級担任

各授業の担当教職員

役割分担 方法

名簿を用いる在校中

夜間・休日・休暇中等
（学校管理外）

保護者連絡先（電話、メール）へ
の連絡

学級担任（兄弟姉妹が
在籍する場合は、 最年
長 児 童 生 徒 の 学 級 担
任）

(2) 安否確認の役割分担・方法

在校中・ 校外学習中
＊事故や災害等の発生により、その場で身を守る行動（一
次避難）以上の避難行動を取った場合

登下校中

＊震度５弱以上の地震が発生した場合
＊津波警報、大津波警報が発令された場合
＊大雨等に関する５段階の警戒レベルのうち、レベル３
（高齢者等避難）以上が発表された場合
＊市内で突風・竜巻・雷による被害が発生した場合
＊通学路上で、内水・河川の氾らん、土砂崩れ、その他の
災害による被害が発生した場合
＊学区内で不審者等の情報が入った場合

夜間･休日･休暇中等
（学校管理外）

＊震度５弱以上の地震が発生した場合
＊学区内で津波、気象災害、土砂災害による大きな被害
（避難所が開設されるレベル）が発生した場合
＊その他、学区内に多数の被害が同時発生（犯罪・テロ
等）した場合等

安否確認実施基準（目安）

４　事後の危機管理

◆ 安否確認

(1) 安否確認の判断基準 

校長は、以下の基準に該当する場合、その他必要と判断した場合に、教職員に指示して、児童
生徒の安否を確認する。

安否確認の役割分担・方法は、原則として下表のとおりである。校長は、下表の役割分担によ
り安否確認の担当教職員が不在・被災等のため対応困難な場合、直ちに代理の者を指名する。

授業中

休憩時間・放課後

学校行事中

校外学習中

登下校中
自主通学生徒の
学級担任
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在校中・校外学習中

登下校中

夜間・休日・休暇中等
（学校管理外）

・原則として二人１組で行動し、単独行動は避ける。

・携帯電話等の情報連絡に必要な媒体を携帯し、学校に定時連絡を入れる等、連絡を途絶えさせ
ない。

(3) 安否確認時に収集する情報とその集約方法

　安否確認の内容は、以下のとおりとする。

なお、災害等の影響により、保護者連絡先への電話・メールによる連絡ができない場合には、
以下の方法を代替手段として、安否確認の連絡を取る。その際には、災害等により停電や通信の
輻輳・途絶等が生じている状況を踏まえ、できる限り多様な手段を用いる。

＊ＳＮＳ（LINE等） 

＊家庭訪問（不在だった場合にはメモ等を残す）

＊避難所への巡回

＊以下の方法による保護者への「学校への連絡」呼び掛け

・本校ウェブサイトへの掲載   ・学校入口（校門）への掲示  ・避難所への掲示

・ＰＴＡ役員、地域町内会役員等への伝言依頼

　安否確認により得られた情報は、以下のとおり集約、報告する。

また、安否確認のために教職員が通学路、各家庭、避難所等へ赴く際には、以下の対応を取る
ことにより、二次災害の防止に努める。

・校区内の被災状況等に関する情報を収集し、危険箇所等を把握する。

　担任　→　チームチーフ　→　学部主事　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒指導主幹教諭　→　管理職　→　教育委員会

＊災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（Web171）

※電話・メールが利用不能な場合の代替手段

安否確認の内容

・負傷の有無

・負傷の有無
・自宅、家族の被災状況

・次ページの「災害児童生徒安否確認様式」に記載の事項
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10

8

9

4

5

6

7

児童生徒安否確認様式

No. 氏名 確認日時 確認方法
本人安否

(けがの有

無等)

家族安否・

自宅の被害

避難先、
連絡方法

備考

1

2

3

◆災害用児童生徒安否確認様式

チーム    年    組     記入担当(担任)            

※得られた情報は、安否情報集約担当（各チームチーフ→各学部主事）に報告する。
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【情報収集手段】

◆下校・引渡しと待機

(1) 集団下校・引渡し・待機の判断

事故や災害等が在校中に発生した場合（登下校中に発生し、登下校途中の児童生徒が本校へ避
難してきた場合を含む）には、以下のとおり対応する。

①事故や災害等に関する情報収集

＊居住地域の災害情報ウェブサイト

＊防災行政無線、居住地域の広報車

＊テレビ、ラジオ

＊気象庁ウェブサイト（https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/index.html）

判断基準 対応

　・今後の雨（降水短時間予報）  ・雨雲の動き（高解像度降水ﾅｳｷｬｽﾄ）

　・キキクル（危険度分布）（土砂災害、浸水害、洪水）

＊消防署員、消防団員からの情報 

＊担当教職員による通学路の巡回（安全確認）結果

以下の全ての条件を満たす場合
＊震度４以下、津波警報、大津波警報の発表なし
＊大雨等に関する５段階の警戒レベルのうちレベル３ （高
齢者等避難）以上の発令なし
＊大雨警報（土砂災害）、洪水警報の発表なし
＊今後２時間内に大雨・土砂災害・洪水の危険なし
＊各種情報源より学区内に被害発生なしと判断
＊担当教職員の巡回により、通学路の安全確認済み

校長は、各学部主事に指示し、以下に示す多様な手段をできる限り活用して、事故や災害等の
発生状況・被害状況及び今後の見通し等に関する情報を収集する。

＊国土交通省川の防災情報（https://www.river.go.jp/pまたはtal/#80） 

　・川の水位情報 ・洪水キキクル（危険度分布）・土砂キキクル（危険度分布）

＊居住地域自主防災組織役員からの情報

＊ＰＴＡ役員、その他保護者からの情報   

下校

※但し、保護者との事前協議によ
り、左の条件を全て満たす程度の
事故や災害時においても、保護者
への引渡しを行うこととしている
児童生徒を除く。

以下の全ての条件を満たす場合
＊震度５弱以上の地震
＊津波警報、大津波警報の発表なし
＊大雨等に関する５段階の警戒レベルのうちレベル４ （避
難指示）以上の発令なし
＊各種情報源から得た情報により、通学区域内の全体にわ
たる大規模な被害の発生はなしと判断される
＊不審者の身柄拘束済み

保護者への引渡し
 
※但し、保護者同伴であっても経
路上の安全確保が確実にできると
みなせない場合を除く。

以下のいずれかに該当する場合
＊津波警報または大津波警報の発表
＊大雨等に関する５段階の警戒レベルのうちレベル５ （緊
急安全確保）の発令
＊雷ナウキャストで活動度４の発表
＊竜巻注意情報の発表
＊通学区域内での凶器を持った不審者・犯罪者が活動中
（身柄拘束未了）

待機（宿泊）
 
※保護者が引渡しを求めて来校し
た場合も、危険性を説明し、待機
等を勧める。

②下校・引渡し・待機の判断

校長は、①により得られた情報を総合的に勘案し、以下の判断基準をもとに、児童生徒の下
校・引渡し・待機を判断する。なお、情報が十分に得られない、今後の状況の見通しをもつこと
ができない等、不確定要素がある場合は、児童生徒の安全を最優先に判断する。
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(2) 保護者等への引渡し 

〇学級別に児童生徒の保護

〇災害対策本部の指示に従い、必要な対応その他の教職員

○教職員に指示して、校舎・体育館等の点検を実施
○待機場所を決定（第一候補）各プレイルーム （第二候補）体育館(高
等部は第一候補)
※候補場所の安全性が確信できない場合は、安全最優先で最適な場所を

選択。
○安心安全メールを用いた保護者への連絡
○事故や災害等に関する情報の継続的収集 （学校の危険度を確認）
※(1)①に示す情報収集手段により、継続的に収集
○教育委員会への報告
・引渡し済み児童生徒、待機児童生徒、教職員の人数（うち負傷者、そ
の他の手当て、配慮が必要な人数）、待機場所及びその環境
・必要に応じて、食料・飲料・物資等の支援要請
○その他の教職員に指示して、以下の対応を実施
・非常食、飲料等の配布（備蓄を活用）
・毛布、その他の必要な物資の配布（同上）
・不安を訴える児童生徒への対応（養護教諭、スクールカウンセラーに
よる対応等）

災害対策本部
（ 校 長 ・ 副 校 長 ・ 教
頭・マネジメント会議
メンバー）

学級担任等

○引渡し準備（引渡し用名簿の準備）
○児童生徒を引渡し場所へ誘導
○到着した保護者から順次、引渡しを実施
・引き取り者の身元照合、確認 （事前登録表記載の引取り者以外には、
引渡さない）
・今後の連絡先、避難先等の確認
・引渡しの記録（タブレット端末を利用）
○残っている児童生徒の保護

その他教職員
○災害対策本部への引渡し状況の報告
○（必要に応じて）保護者の誘導、説明等、引渡し補佐

災害対策本部
（ 校 長 ・ 副 校 長 ・ 教
頭・マネジメント会議
メンバー）

○引渡し場所の決定 →学級担任に準備を指示
（各教室、または体育館・校庭等、状況に応じて判断）
○安心安全メールやウェブサイトを用いた保護者への連絡
・学校及び児童の現状（安否情報）
・引渡しを実施する旨、引渡し場所
・保護者の安全最優先（無理に来校しない）
※連絡不能な場合、保護者は事前ルールに従い、自動的に引渡しのため
来校
○引渡し状況に関する情報の集約
○教育委員会への報告

学級担任等

　校長は、保護者等への引渡し実施を判断した場合、以下の対応を指示する。

(3) 待機

校長は、下校・保護者等への引渡しのいずれも実施せず、待機すると判断した場合、以下の対
応を指示する。
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○（現地引渡しの場合）事前に確認した現地引渡し場所の安全確認、本
部への報告
○引渡し準備（校外活動用引渡し用名簿の準備）
○児童生徒の安全を確保しつつ、引渡し場所へ移動
○事故や災害等に関する情報の継続的収集
○到着した保護者に順次、引渡しを実施。保護者等の確認
（事前登録名簿記載の引取り者以外には引渡さない）
・今後の連絡先、避難先等の確認
・引渡しの記録（「引渡し確認・記録様式」を利用）
○災害対策本部への引渡し状況の報告
○残っている児童生徒の保護

引率責任者

引率教員

○（現地引渡しの場合）現地引渡し場所の安全に関する報告を踏まえ、
現地引渡し場所の決定
○安心安全メールを用いた保護者への連絡（引渡しの実施と場所、保護
者の安全を最優先すること（無理に引渡し場所に来ない）
○引渡し状況に関する情報の集約
○教育委員会への報告

災害対策本部
 

（校長・副校長・教頭
・主幹教諭等）

(4) 校外活動中の対応

校長は、校外活動中に事故や災害等が発生した場合、引率責任者（当該活動の引率に当たる教
職員を統括する者）と連絡・協議の上、校外学習活動の中止及び児童生徒の引渡し方法（帰校、
または現地での引渡し）を判断する。

通信手段の途絶等により、校長と校外学習中の教職員との連絡が取れない場合は、引率責任者
が校長に代わって判断する。

校外活動中止・引渡しの判断の際は、（1）①で得られた情報及び引率責任者による現地状況
等の情報をもとに、同②の判断基準に準じて、児童生徒の安全を最優先とする。

特に、現地引渡しについては、保護者が現地まで移動する必要性を踏まえ、その安全にも配慮
して慎重に判断する。校外学習の中止と引渡し方法の決定後は、校長は、以下の対応を指示す
る。
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応急対応終了後

基本調査段階

詳細調査段階

・応急手当など発生直後の対応が終了した後は、できる限り迅速かつ確
実に事実確認を行い、学校側が知り得た事実を正確に伝える。
・基本調査の実施予定について伝える。

・基本調査の経過及び結果について、説明する。
・基本調査の取りまとめに時間を要する場合は、必要に応じて経過説明
を行う。最初の説明は調査着手から一週間以内を目安とする。
・今後の調査（詳細調査への移行等）について説明し、保護者の意向を
確認する。

・詳細調査の実施主体が実施する調査の経過報告や最終報告、保護者の
意向確認に、必要に応じて協力する。

窓口担当者

副校長
教頭

チームチーフ

・第二報：事故や災害等の状況や被害の詳細、搬送先の医療機関名等、ある程度の情報が整理で
きた段階で連絡する。

校長は、事故や災害等が発生により被災した児童生徒の保護者に対応するため、連絡や支援等
の窓口となる担当者を以下のとおり指名する。

ただし、上の窓口担当者が当該事故や災害等に直接関係した者である場合、または被災児童生
徒の保護者から希望がある等、特段の事情がある場合は、別の教職員を窓口担当に指名する。ま
た、多数の児童生徒や教職員の被災等、上の規定では対応困難な事態が発生した場合は、速やか
に福岡県教育委員会に支援を要請し、被災児童生徒の保護者・家族に連絡・支援等を行う体制を
確立する。なお、被災児童生徒の保護者への支援は継続的に行う必要があるため、人事異動等で
窓口担当者が交代する場合には、十分な情報共有と引継ぎを行う。

(3) 対応上の留意点

　窓口担当者を介した被災児童生徒の保護者への対応に当たっては、以下の点に留意する。

・被災児童生徒の保護者の心情に配慮し、丁寧な対応を心掛ける。

・事実に関する情報を、できる限り迅速に、かつ正確に伝える。 

・被災児童生徒の保護者が希望する場合は、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、その他専門機関等の相談や支援に関する紹介・情報提供を行う。

・事故や災害等発生後の段階に応じて、以下のように継続的な支援を行う。

●在校児童生徒への説明、緊急保護者会等による他の保護者への説明、報道発表等を行う場合、
実施について了解を得るとともに、発表内容を確認していただく。特に、氏名や年齢、傷病の程
度や経緯等のプライバシーに関わる情報に関しては、公表の可否を必ず確認する。

・被災児童生徒の保護者の意向を確認し、卒業式等の学校行事への参列を慎重に検討する。

事故災害等の状況

・死亡事故 　　・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病
・複数の児童生徒や教職員の被災、重篤な事故や災害等

・その他の事故や災害等

(1) 事故や災害等発生時の連絡

(2) 担当窓口の指名

●被災児童生徒が死亡した場合は、特に次のような点に配慮する。

・被災児童生徒の保護者の意向を確認の上、学校として葬儀等への対応方針を定める。

・被災児童生徒の保護者が学校との関わりの継続を求める場合は、他の児童等の気持ちにも配慮
しつつ、クラスに居場所を作る等の工夫をする。

◆被災児童生徒の保護者への対応

・被災児童生徒のきょうだいが在校している場合は、そのサポートを行う。きょうだいが他校に
在校している場合は、当該校と連携してサポートを行う。

・第一報：事故や災害等の発生後、事故等の概況、怪我の程度、応急処置・救急搬送依頼の状況
等、最低限必要とする情報を整理した上で、できる限り速やかに連絡する。

校長は、事故や災害等が発生し、児童生徒が被災した場合、自らまたは他の教職員に指示し
て、当該児童生徒の保護者に以下のとおり速やかに連絡を入れる。
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校長は、事故や災害等が以下の基準に該当すると判断される場合、在校児童生徒及び保護者に
対して、その概要等を説明する機会を設け、憶測に基づく誤った情報や不安等の拡大防止に努め
る。

なお、説明を実施するに当たっては、事前に被災児童生徒の保護者に対して説明内容の確認を
依頼し、説明実施についての承諾を得る。

児童生徒に対しては、緊急集会等の開催、または学年・学級ごとの説明を行い、事故や災害等
の概要を説明する。その際、心のケアに配慮し、必要に応じてスクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーの支援や助言を受ける。

(2) 保護者への説明

・死亡事故

保護者に対しては、まず文書にて情報提供した上で、必要に応じて緊急保護者会等を開催す
る。

なお、緊急保護者会等を開催する場合には、ＰＴＡと協議の上、希望する保護者が可能な限り
参加できるよう、その開催日時等について配慮するとともに、出席できなかった保護者への対応
についても検討する。

・事故や災害等の概要（発生日時、場所、被害者、被害程度等）
・被害者への対応（その後の経過、保護者との連携状況等）
・今後の対応（心のケア、安全対策、休校措置、関係機関との連携等）
・保護者への協力依頼事項（家庭での配慮、地域情報の提供等）

【児童生徒・保護者への説明を実施する事故や災害等の基準】

【保護者宛て文書の記載内容（例）】

・事故や災害等の概要（判明した事実の概要）
・休校措置や再開の目途等
・保護者説明会の開催予定
・心のケア等に関する取組
・その他、必要と考えられる事項

【緊急保護者会における説明内容（例）】

・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病 

・複数の児童生徒や教職員が被災する等、重篤な事故や災害

・その他、報道やインターネット等を通じて、児童生徒や保護者が見聞する可能性が高いと考え
られる事故や災害

(1) 児童生徒への説明

◆児童生徒、保護者への説明 
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○記者会見の設定

多数の取材要請がある場合は、福岡県教育委員会と協議の上、支援を受けて、時間や場所を定
めた記者会見を行う。また、取材が長期化する場合は、記者会見の定例化を検討する。

・福岡県教育委員会に対し、発表内容の確認を依頼するとともに協議を行う。

・決まっていないことや答えられないことは、その旨を理由とともに説明し、回答できる時期の
見込み等を示す。

・確認の取れた事実のみを伝え、憶測や個人的な見解を述べることは避ける。

・把握していないことや不明なことは、その旨（「現時点ではわからない」等）を明確に伝え
る。

・説明に誤りがあったことが判明した場合は、直ちに取材者に訂正を申し出る。

報道機関の取材により学校現場に混乱が生じるおそれのある場合は、取材に関しての必要事項
等を文書として提供し、報道機関へ協力を要請する。

○取材者の確認と記録

報道を通じて、学校の対応状況や今後の方針等が広く保護者や地域に伝わることを踏まえ、学
校と報道機関との信頼・協力関係が保たれるよう、取材には誠意をもって対応する。

○公平な対応

報道機関ごとに提供する情報の量や質に差異が生じないよう、公平な対応に努める。このた
め、報道機関への発表内容は、文書として取りまとめ、これを配布するととともに、当該文書に
記載された範囲を超える内容について提供しない。

○報道機関への要請

〈取材に関する必要事項（例）〉

       ＊校地・施設内の立ち入り可能箇所、取材場所・時間

       ＊児童、教職員への取材（撮影、録音）の可否

(1) 対応窓口の一本化

校長は、報道機関への対応が必要と判断された場合、福岡県教育委員会に連絡し、 学校・委
員会のいずれが対応窓口となるかについて協議する。協議の結果、学校にて対応することとなっ
た場合は、校長が窓口担当者となり、窓口の一本化を図る。なお、校長が事故や災害等の対応に
専念する必要がある、多数の報道機関への対応が必要となる等、学校単独での対応が困難な場合
は、福岡県教育委員会に支援を要請する。

(2) 報道機関への対応上の留意点

○正確な事実情報の提供

個人情報、人権等に最大限配慮しつつ、事実に関する正確な情報を提供する。このため、発表
内容については、以下の点に留意する。

・可能な限り、警察や消防等の当該事故や災害等への対応に関わった関係機関の情報等を収集
し、事実確認を行う。

・事前に被災児童生徒の保護者の意向を確認し、発表内容についての承諾を得る。

○誠意ある対応

○明確な回答

◆報道機関への対応

       ＊報道資料の提供（記者会見）の予定等

取材を受ける際には、取材者（社名、担当者氏名、電話番号等の連絡先）を確認し、取材内容
とともに記録を残す。

　取材への回答で誤解等が生じないよう、以下の点に留意する。
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◆教育活動の継続

(1) 事故や災害等発生後の臨時休業・臨時登校等の措置

校長は、臨時休業が継続すると見込まれる場合、必要に応じて、福岡県教育委員会と協議の
上、登校可能な児童生徒や教職員を対象に「臨時登校日」を設けて臨時登校を実施する。

【臨時登校の目的】

・児童生徒の学習環境（教科書・学用品等）における被害の実態把握

  なお、臨時登校実施に際しては、①で示した多様な手段を用いて、保護者へ連絡する。

①事故や災害等発生後の臨時休業の判断

校長は、以下の基準に当てはまる場合、福岡県教育委員会と協議の上、臨時休業の実施につい
て判断する。臨時休業を決定した場合は、多様な手段を用いてその旨を保護者に連絡するととも
に、教育委員会へ報告する。

・ライフライン（上下水道、電力）、トイレの復旧状況を考慮する。

＊通学路の安全性を確認する（通学バスの運行は行わず、保護者送迎のみとする）。

（校舎等の被害状況により、代替施設の確保も検討） 

・事故や災害等により、本校に避難所が開設される程度の大きな被害が出た場合

・その他、事故や災害等により、臨時休業が必要と認められる場合

・震度５強以上の地震（但し、学区内の被害が軽微である場合を除く）

・安心安全メール

【臨時休業の保護者等への連絡手段】

【臨時休業の判断基準】

・避難所への掲示

・学校入口（校門）への掲示

・本校ウェブサイトへの掲載

・ＰＴＡ役員等への伝言依頼

②臨時登校の実施

・登校可能な児童生徒、勤務可能な教職員の人数確認

・児童生徒の心理面の状況把握・安定確保

【実施上の留意点】

・校舎等被害の応急措置、危険箇所の立入制限等を行い、安全を確保する。
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　被害状況等を踏まえ、必要に応じて以下の対応を取る。

・授業形態の工夫（始業遅延、短縮授業、２部授業、複式授業等）

・臨時学級編成

・臨時時間割の作成

(2) 学校教育の再開に向けた被害状況調査

②教育課程等の再編成

校長は、(2)の調査結果を基に、福岡県教育委員会と協議・連携して、以下の①〜④を検討
し、地域や学校の実態に即した応急教育に係る計画を作成する。なお、計画の作成に当たって
は、養護教諭、スクールカウンセラー、学校医等と連携し、児童生徒の心身の状態に配慮する。

①教育の場の確保
　　 

校舎等のうち安全が確認された箇所を用いるほか、必要に応じ、他施設（隣接校、その他の公
共施設等）の借用、仮教室（仮設校舎）の建設等を検討する。

校長は、被害状況把握担当の教職員に指示して、学校教育の再開に向けて、以下の被害状況を
調査して取りまとめるとともに、必要な措置を講じる。（被害状況把握職員については、職員の
被害状況等を鑑みて、適切な人選を校長が行う）

・学校行事（卒業式等）の実施方法の工夫（校庭や学校外施設の利用等）

・給食への対応（調理不要物資を用いた簡易給食、弁当持参等）

児童生徒・教職員の
被害

発災直後に実施した安否確認で得られた情報をもとに（必要に応じて
追加的な調査を行い）、以下の情報を取りまとめる。
＊児童生徒及びその家族の安否、住居等の被害状況
＊教職員及びその家族の安否、住居等の被害状況

校舎等の施設・設備について被害状況を把握するとともに、必要な応
急措置等を講じる。
＊学校施設・設備の安全確認及び転倒物等の片付け・整理
※後日の報告等に備え、被害状況等を写真撮影して記録、校内平面図に
位置を明記
＊危険物や危険薬品（薬品保管場所、灯油保管場所等）の安全確認と必
要な措置
＊学校給食施設・備品の点検と必要な措置
＊ライフライン（上下水道、電力、電話）の使用可否確認
（使用不可の場合は、元栓閉、ブレーカー遮断等を実施）
＊危険箇所・使用禁止箇所について、立入禁止区域等を設定、表示等を
実施
＊福岡県教育委員会に対する要請・専門家による点検（地震の場合は
「応急危険度判定」）、 被害箇所の応急処置・復旧 ・ライフライン事
業者による点検・復旧

校舎等の施設、設備の
被害

通学の安全確保のため、以下の情報を収集し、通常の通学手段による
通学の可否について検討する。
＊学校周辺及び通学路の被害状況、危険箇所
＊スクールバスの運行可能性（委託事業者に確認）

通学路・通学手段の
被害

なお、ライフライン復旧が見込まれない場合は、仮設トイレ、仮設給水栓・給水蛇口等を確保
する。また、他施設を借用する場合には、当該施設への通学手段、通学時の安全確保についても
併せて検討する。

(3) 応急教育に係る計画の作成

　※事故等の場合、発生現場等の使用は避けた校舎使用計画を検討。

・教職員の再配置・確保
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【避難所運営組織との協議事項】

③避難や移動をした児童生徒、転出する児童生徒への対応

・教科書等がない児童生徒への配慮のため、必要に応じ、ワークシート等を活用する。

②就学の機会確保

校長は、学級担任に指示して、事故や災害等により被災し、就学援助が必要な児童生徒の把握
に努めるとともに、その情報を取りまとめ、教育委員会に報告する。

校長は、学級担任に指示して、事故や災害等により避難・移動した児童生徒及び転出する児童
生徒について、以下のとおり対応する。

・避難や移動をした児童生徒について、電話等による連絡や移動先訪問等を行い、実状（在籍校
への復帰時期等）を把握する。

・転出した児童生徒については、転出先の学校と情報交換を行い、心のケア等について十分に配
慮する。

・生活ルール（活動時間帯、施設・設備の利用方法、その他） 

学校施設が避難所として使用されている場合、学校教育の再開に向けて、避難所運営組織と協
議を行い、以下の点について確認・依頼する。

①教科書や学用品等の確保

校長は、児童生徒の学習に支障が生じないよう、以下のとおり教科書・学用品等の確保に努め
る。

・児童生徒の安否確認、被害状況確認を通じて得られた教科書・学用品等の損失状況に関する情
報を取りまとめ、速やかに福岡県教育委員会へ報告する（災害救助法が適用された場合は、学用
品の給与が実施されるため）。

・当面、必要な教材・学用品等については、学校に備える教材等を有効利用する。

　以下の状況を考慮し、福岡県教育委員会と協議の上、教育活動の再開時期を決定する。

・学校施設の応急復旧状況

・危険箇所の立入禁止措置等の安全対策の状況

　授業再開時期決定後は、(1)①に示した手段を用いて、保護者・児童生徒へ連絡する。

(4) 被災児童生徒への支援

③避難所運営との調整

④教育活動再開時期の決定・連絡

【教育活動再開における考慮事項】

・ライフライン（上下水道、トイレ、電力、通信回線等）復旧状況

・通学路の安全確保状況、通学バス会社への運行確認

・利用できる教室数等、教育の場の確保状況

・登校可能な児童生徒数、勤務可能な教職員数

・避難所としての本校の利用状況 等

・立入禁止区域（危険箇所のほか、学校教育に用いる区域）の確認

・動線設定（児童等学校関係者と避難者の動線をできるだけ区分）
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身体

学習

●安全感や信頼感の喪失    ●罪悪感    ●自尊感情の低下
●様々な対人トラブル  等

●成績低下                ●宿題忘れ

●吐き気・おう吐    ●頭痛・腹痛等の身体の痛み 　●かゆみ等の皮膚症状  等

出典：文部科学省「学校における子供の心のケア－サインを見逃さないために－」（平成26年3月） 

児童生徒の話（怖い体験や心配や疑問も含む）に耳を傾け、質問や不安には児童生徒が理解で
きる言葉で、現在の状況を説明する。ただし、児童生徒の気持ちを、根掘り葉掘り聞いたり、あ
まりにも詳細に説明し過ぎたりすることは逆効果である。

【身体の反応に対して】

身体の病気は無くとも、不安や恐怖を思い出して身体の症状（悪心、嘔吐、頭痛、腹痛、息苦
しさ等）を訴える場合がある。その症状が楽になるように、さすったり、暖めたり、汗を拭いた
り、リラクゼーションを促したりする。

【叱らないこと】

不安状態であるときに、児童生徒は普段できていたことができなくなったり、間違ったりす
る。それに対して叱られると、更に不安が増す。このような状態の時は、児童生徒が失敗しても
「怪我はなかった？」「大丈夫だよ。」等のねぎらいの言葉をかけて、心配していることを伝え
れば良い。

(1) 心身の健康状態の把握

校長は、事故や災害等が発生した後、被災した児童生徒及び事故や災害等の目撃等により心身
の健康に影響を受ける可能性がある児童生徒（以下、「当該児童生徒」とする。）について、各
教職員に以下の対応を指示して、その心身の健康状態を把握する。

・保護者等からの情報収集

・養護教諭

学級担任から提示された情報、及び保健室を訪れる児童生徒の状況等をもとに、全体的な傾向
及び個別当該児童等の状況を把握・整理し、管理職に報告する。

・その他の教職員

(2) トラウマ反応への対応

トラウマを経験した児童生徒には、下表のように情緒・行動・身体・認知面等に様々な反応が
現れる。

危機発生直後、強いストレスにさらされたことのある児童生徒にトラウマ反応が表れた場合
は、以下の点に留意して対応する。

・穏やかに児童生徒に寄り添う。

・「大変な出来事の後には、このような状態になることがあるけれど自然なことだよ。」等と伝
える。

【不安に対して】

情緒
●恐怖・怒り・抑うつ 　　 ●分離不安・退行（赤ちゃん返り）
●フラッシュバック 　　　 ●感情の麻ひ        ●睡眠障がい  等

●落ち着きがない    　    ●イライラ      　  ●集中力の低下
●衝動的（暴力・自傷）　　●非行・薬物乱用  等

行動

認知

・学級担任

「危機発生時の健康観察様式」(サンプル参照)を用い、当該児童生徒の健康状態を把握する。
また必要に応じて保護者と連絡をとり、当該児童等の状況等について情報収集を行う。これらの
結果については、養護教諭に提出する。

 ◆児童生徒の心のケア

　学級担任から保護者に聞き取りを行い、内容を確認の上、養護教諭に提示する。

　当該児童等について注意深く観察し、気付き事項を学級担任及び養護教諭に連絡する。
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・状況により、心の健康に関するチェックを行う。 

・休みを取ることが本人の不利にならないように配慮する。また、一日の活動の終わりに教職員
間（必要に応じてスクールカウンセラー等を交える）で、その日の活動を振り返る時間をつく
り、自由に安心して話すことができる環境下で、児童生徒に関する情報共有と自分の体験、それ
に伴う感情を語り合う機会を設ける。
　
(2) 教職員の対応

教職員は、事故や災害等が発生した後に児童生徒への適切な支援を行うためには、自身の健康
管理が重要であることを理解して、以下の点を心掛ける。

・個人のできることには限界があることを認識し、一人で抱え込まない。

・ストレスに伴う心身の不調は誰にでも起こりうることを認識して、相談や受診をためらわな
い。

・リラクゼーションや気分転換を取り入れる。

また、自ら及び同僚の心身の状態を注意深く観察するとともに、その不調をできるだけ早期に
発見して、休息や相談につなげるよう努める。

校長は、当該児童生徒の心のケアを実施するに当たり、必要に応じて、地域の専門機関等（関
係機関・団体等、心のケアに関する医療機関）との連携を図る。なお、医療機関等の地域の専門
機関を紹介する際には、当該児童生徒及びその保護者に対し、その役割や相談等の必要性を丁寧
に説明し、了解を得る。
　　

(1) 管理職の対応 

　校長は、事故や災害等が発生した後、自身または家族が被災した教職員及び事故や災害等への
対応に当たる教職員について、過度のストレス状況を避ける等、心の健康に配慮するため、以下
のような対応を検討する。

・被災した教職員に、現実的な配慮を行う。

・学校が避難所になった場合は、速やかに管理を行政に委ねる。

・報道対応の窓口を一本化する。 

・不要不急の業務を判断し、教職員の業務分担を見直したり、応援を依頼したりして、臨時の人
員配置等を検討する。

・事故や災害等への対応は、チームを組んで当たる態勢を取る。

・教職員の心の健康に関する研修会を実施する。

(3) 心のケア体制の構築

校長は、(1)に基づき必要と認める場合には、以下のとおり「心のケア委員会」を起ち上げ、
当該児童生徒に対する心のケア体制を確立する。

［心のケア委員会］

◆教職員の心のケア

(4) 関係機関等との連携

・校長   ・副校長　　・教頭  ・マネジメント会議メンバー
・保健主事     ・養護教諭  　・当該児童等の学級担任
 　　　　　　【必要に応じ、以下の参加も要請】
・スクールカウンセラー  ・スクールソーシャルワーカー　・学校医

構成員

・当該児童等の健康状態に関する情報の把握・共有
・対応方針（全校対応、学級対応、保健室対応等の対応規模、地域の専
門機関等による支援の要否等）
・ケア・指導の方法（個別ケア、集団指導等）
・保護者等からの相談窓口設置の要否
・教職員間の役割分担（ケア・指導の主担当者等）
・専門機関等の支援者の役割分担・支援内容
・教職員への情報提供、教職員向け研修等の実施要否

協議・検討事項
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　基本調査の対象は、以下のとおりとする。

Ａ）学校管理下（登下校中を含む）において発生した死亡事故

また、状況が以下に該当すると判断される場合には、上の報告に併せて、人員の派遣や助言等
の支援を要請する。

・その他、事故や災害等の発生後に必要な対応

(2) 基本調査の実施等

報告対象事案

・死亡事故の発生
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病の発生
・その他、複数の児童生徒や教職員が被災する等、重篤な事故や災害等
の発生

報告先 福岡県教育委員会　特別支援教育課

校長は、以下①に示す事故や災害等が発生した場合、事実関係の情報を収集・整理するため、
以下のとおり速やかに「基本調査」を実施する。

以下の対応について、人員・ノウハウ等が不足すると判断される場合。

・被災児童等の保護者への対応

・報道機関への対応

・被災児童等以外の保護者への説明・情報提供

【教育委員会への支援要請の判断基準】

・基本調査の実施

①調査対象

Ｂ）(1)の報告対象となる死亡事故以外の事故のうち、被災児童生徒の保護者の意向も踏まえ、
教育委員会が必要と判断した事故

ただし、このうちB）については教育委員会の判断に時間を要する場合があるため、④に記載
する記録用紙を用いた教職員からの情報収集は、当該判断を待たずに実施する。

◆調査・検証・報告・再発防止等

校長は、発生した事故や災害等が以下の「報告対象事案」に該当すると判断された場合、速や
かに教育委員会へ報告する。
　　

　なお、報告は原則として「事故や災害等発生時の第一報報告様式」※を用いる。
　
※別添「事故や災害等発生時の第一報報告様式」 （文部科学省「学校事故対応に関する指針」
（平成28年3月）p.31【参考資料５】よる）

ただし、災害等により通常の情報通信手段（FAX、パソコン、メール等）が利用できない、報
告すべき情報が十分に入手できない等の場合は、様式にこだわらず、得られた情報のみを電話や
訪問により口頭報告する等、巧遅より拙速を優先する。

(1) 福岡県教育委員会への報告と支援要請
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　基本調査における校内の役割分担は、原則として、下表のとおりとする。

③調査における心のケアへの配慮

・聴き取りの実施

原則として、事故や災害等の発生後３日以内を目途に、関係する全教職員から聴き取りを実施
する。聴き取りは、原則として②に定めた役割分担に基づく担当者が実施するが、教職員の話し
やすさを考慮し、状況に応じて教育委員会等からの校外支援者を担当に充てる。

なお、事故や災害時に外部の方が関係していた場合には、それらの方も調査の対象として、教
職員と同様の対応をする。また、関係する教職員自身が強いストレスを受けている可能性にも留
意し、必要な場合は医療機関の受診を勧める等の対応をとる。

マネジメント会議メンバー

・基本調査の全体統括・指揮

・基本調査の取りまとめ
・教職員に対する聴き取り

・基本調査の取りまとめ補佐
・教職員に対する聴き取り（記録担当）
・事故や災害等の当事者児童生徒及び目撃児童生徒に対す
る聴き取り（記録担当）

・事故や災害等の当事者児童生徒及び目撃児童生徒に対す
る聴き取り（児童生徒が最も話しやすい教職員等が担当）

学級担任または養護教諭

・記録用紙を用いた情報収集

※別添「事実情報記録用紙（教職員個人用）」（文部科学省「学校事故対応に関する指針」（平
成28年3月）p.32【参考資料６】による）

・記憶していることを、できるだけ正確に思い出して話してほしいこと。

【聴き取り時の事前説明】

・一人の記憶に頼るのではなく、複数の人の記憶を基に総合的に判断して、事実関係を取りまと
めること（自らの発言だけで重大な事実関係が確定するわけではないこと）。

・「誰が何を言った」という内容を、そのまま外部に出さないこと。

・（聴き取りを録音する場合）できるだけ正確に話の内容を記録するため録音するが、録音デー
タは記録作成のみに利用し、そのまま外部に出さないこと。

④教職員からの情報収集

調査担当（副校長・教頭・主幹教諭等）は、以下のとおり、教職員から事実関係に関する情報
収集を実施する。

②調査体制

ただし、これらの教職員が当該事故や災害等に関係する場合、校長は、他の教職員にその役割
を代行させる、若しくは教育委員会の支援を受けて校外関係者にその代行を依頼する。

事故や災害等に関係する教職員や、その場に居合わせた児童生徒への対応では、「心のケア」
と「事実関係の確認」の両立を図ることに努める。このため、聴き取り調査等を行うに当たって
は、スクールカウンセラー等の専門家の支援を受けて実施を判断する。また、実施の際には必ず
複数の教職員で対応するとともに、状況に応じてスクールカウンセラー等の専門家に同席を依頼
する。さらに、聴き取りに際しては、その目的を明らかにした上で、以下の事前説明を行い、聴
き取り対象者の負担を軽減するよう努める。

校長

副校長・教頭

事故や災害等の発生後速やかに、関係する全ての教職員に「事実情報記録用紙（教職員個人
用）」※を配布し、事故や災害等に関する事実情報の記載と提出を依頼する。なお、事故や災害
等の発生直後にメモ等の記録を残していた教職員がいた場合は、記録用紙を提出する際に、当該
メモ等の記録も併せて提出を受ける。
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・必要に応じ、教職員と同様に、記録用紙を配布して記載してもらう方法をとる。

⑥情報の整理・報告・保存

調査担当（校長・副校長・教頭・マネジメントメンバー）は、④及び⑤で得られた情報及び記
録担当の教職員による記録を基に、事実経過について「時系列整理記録用紙（次ページ参照）」
を用いて時系列に取りまとめる。整理した情報は、教育委員会に報告する。基本調査で収集した
記録用紙（メモを含む）や報告等の連絡に用いた電子メール等は、詳細調査を行う際の資料とな
ること等を踏まえ、当面の期間、保存する。

※別添「時系列整理記録用紙」 　　　

⑦詳細調査への協力

　教育委員会が詳細調査を実施すると判断した場合は、学校としてこれに協力する。

(3) 評価・検証と再発防止対策の推進

①危機対応の評価・検証

調査担当（副校長・教頭・主幹教諭等）は、基本調査で得られた情報の評価・分析を行い、問
題点や要改善点を抽出する。評価と分析の視点は、以下を基本とする。

発生後・事後の対応

・児童生徒や保護者への対応は適切に行われたか
・校内対策本部体制は機能したか（役割分担、情報共有や伝達等）
・関係者や関係機関との連携は適切だったか
・関係者や報道機関への情報提供は適切に行われたか 　　　等

・点検等、事前の未然防止対策に不足していた点はないか
・教職員への周知や研修・訓練に不足していた点はないか
・児童生徒への安全教育に不足していた点はないか
・危機管理マニュアルに不十分な点や問題点はないか　　　等

発生時の対応

・児童生徒の安全確保は適切に行われたか
・校内の緊急連絡体制は機能したか
・関係者や関係機関への連絡は適切に行われたか
・情報の収集や管理は適切に行われたか   　　　　　　等

②再発防止策の策定・実施

調査担当（校長・副校長・教頭・主幹教諭等）は、①の評価・検証により得られた問題点・要
改善点について、再発防止策を検討する。また、詳細調査が実施された場合には、その報告書の
提言に基づき、再発防止策に反映させる。

なお、再発防止策については、以下のとおり、関係者等に説明して意見を聴取した上で、取り
まとめる。

＊教職員への説明・意見聴取（職員会議等） 

＊被災児童等保護者への説明・意見聴取 

＊その他保護者への説明・意見聴取（ＰＴＡ総会または役員会等）

・保護者への対応

・聴き取り担当者

・心のケア体制

学級担任、養護教諭以外に、当該児童生徒が話しやすい教職員がいる場合は、その教職員が担
当する等、柔軟に対応する。

　保護者と連携して、心のケア体制を整え、自然と語れる雰囲気をつくるよう工夫する。

(文部科学省「学校事故対応に関する指針」(平成28 年3月)P32【参考資料６】による)

事前対応

＊関係機関等への説明・意見聴取

⑤事故や災害等の現場に居合わせた児童生徒からの情報収集

事故や災害等発生時の事実関係を整理する上で必要と判断される場合は、児童生徒への聴き取
り調査の実施を検討する。実施に当たっては、以下の点に配慮する。

　聴き取り前に保護者に連絡し、理解を得るとともに協力を要請する。
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：

：

※時系列で逐次記録する。

［記録に当たっての配慮事項］

・正確な内容（事実と推察は区別しておく。不明なものには「？」を記入。）

・箇条書きで簡潔な文

・重要な箇所にはアンダーライン

●●：●●

記録者（　　　　　）

月・日

被害児童生徒等の状況や
救急車の到着等の学校・
教職員以外の対応を記載
する。

学校・教職員が行った
対応を記載する（対応
者 の 氏 名 も 記 載 す
る）。

情報源や事実か推察か
の 区 分 け 等 を 記 載 す
る。

・情報源を「その他特記事項」に明記

事故発生日

時刻
主な状況

（関係機関等の支援含む）
学校・教職員の対応 その他特記事項

《時系列整理記録用紙》

・時系列での記録

　　　年　　月　　日（　　）

被災児童生徒名 年　　組　　氏名　　　　　
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